
平
安
期
の
御
願
寺
と
天
皇

1
九
・
十
世
紀
を
中
心
に
一

堀

裕

【
要
約
】
御
願
等
と
は
、
天
皇
や
皇
后
、
上
皇
等
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
や
、
申
請
に
よ
っ
て
天
皇
御
願
寺
と
な
っ
た
寺
院
を
指
す
。
天
皇
等
の
誕

生
か
ら
死
後
ま
で
そ
の
身
体
に
密
着
し
て
活
動
し
て
い
た
。
九
世
紀
に
出
現
し
、
そ
の
後
徐
々
に
天
皇
の
御
願
寺
が
他
に
比
べ
て
優
位
に
立
つ
。
十
働
紀

後
半
に
は
、
寺
院
制
度
の
転
換
に
よ
り
、
天
皇
御
願
寺
こ
そ
が
重
視
さ
れ
る
等
、
天
皇
権
威
の
形
式
的
浮
上
が
読
み
取
れ
る
。
他
方
で
、
御
願
寺
に
よ
る

追
善
の
対
象
で
あ
る
山
陵
も
十
世
紀
末
か
ら
十
｝
世
紀
初
頭
に
大
き
く
変
化
し
た
。
先
の
御
願
寺
の
変
化
は
、
天
皇
の
宗
教
的
権
威
そ
の
も
の
転
換
の
中

で
出
現
し
た
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
［
巻
一
号
　
二
〇
〇
八
年
皿
月

平安期の御願寺と天皇（堀）

は
　
じ
　
め
　
に

　
御
願
寺
と
は
、
天
皇
や
皇
盾
等
の
た
め
に
祈
願
や
追
善
を
行
う
仏
教
施
設
で
あ
る
。
長
岡
京
・
平
安
京
遷
都
に
と
も
な
う
寺
院
政
策
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

天
皇
建
立
の
寺
院
が
大
寺
と
な
ら
な
く
な
っ
た
九
世
紀
以
降
に
現
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
九
・
十
世
紀
を
中
心
と
す
る
御
願
寺
の
検
討
か
ら
、

当
該
期
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
宗
教
施
設
と
天
皇
権
威
の
関
係
史
と
い
い
換
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
検
討
を
始
め
る
に
あ
た
戦
研
究
史
上
次
の
三
つ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
観

　
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
ど
の
寺
院
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
御
願
寺
な
の
か
と
い
う
点
が
～
致
し
て
い
な
い
。
検
討
を
行
う
基
礎
　
6
7



と
し
て
、
そ
の
点
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
九
・
十
世
紀
に
お
け
る
御
願
寺
は
、
竹
内
理
三
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
寺
院
制
度
上
～
般
の
氏
寺
と
同
じ
定
額
寺
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
の
定
額
寺
に
つ
い
て
、
速
水
侑
氏
は
、
地
方
豪
族
が
檀
越
で
あ
る
「
畿
外
的
定
額
寺
」
と
、
お
も
に
「
律
令
貴
族
」
が
檀
越
で
、
国
家
的
な

経
済
的
基
盤
を
持
つ
「
畿
内
的
定
額
寺
」
と
の
差
を
強
調
し
た
。
御
願
寺
と
関
係
す
る
後
者
の
概
念
は
曖
昧
だ
が
、
そ
の
後
の
研
究
で
特
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

持
つ
定
額
寺
が
存
在
し
、
国
家
的
法
会
を
核
に
編
成
さ
れ
て
い
る
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
先
行
研
究
に
お
け
る
御
願
寺
の
範
囲
に
関
す
る
意
見
の
相
違
を
確
認
し
た
い
。
竹
内
氏
や
大
江
篤
氏
は
、
『
新
儀

式
』
掲
載
の
史
料
（
後
述
）
を
元
に
、
天
皇
建
立
の
寺
院
こ
そ
御
願
寺
で
あ
る
と
し
た
。
特
に
大
江
氏
は
、
太
上
天
皇
や
皇
后
等
の
建
立
し
た

寺
院
は
、
あ
く
ま
で
「
通
称
」
と
し
て
御
願
寺
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
。

　
他
方
、
西
口
順
子
氏
は
天
皇
建
立
の
寺
院
に
限
ら
ず
に
御
願
寺
と
し
て
検
討
し
、
原
田
和
彦
氏
は
「
畿
内
的
定
額
寺
」
と
「
御
願
寺
」
は
同

～
で
あ
る
と
し
た
。
「
御
願
」
の
用
例
検
討
を
進
め
た
西
口
氏
は
、
「
御
願
寺
」
の
捨
児
が
東
寺
で
あ
る
点
を
指
摘
し
、
以
降
、
特
権
を
保
持
し

た
御
願
寺
が
出
現
し
、
そ
の
影
響
に
よ
り
、
南
都
官
大
寺
や
諸
国
国
分
寺
も
「
御
願
」
を
称
す
る
と
論
じ
る
。
後
者
の
早
い
例
と
し
て
元
慶
年

間
に
本
元
興
寺
別
当
が
推
古
天
皇
「
御
願
」
を
主
張
す
る
例
を
示
し
て
い
る
。
原
田
氏
も
、
九
世
紀
後
半
を
特
権
と
結
び
つ
い
た
「
御
願
」
の

再
編
成
の
時
期
と
位
麗
付
け
た
。

　
こ
う
し
た
見
解
の
相
違
の
背
景
に
は
、
各
々
の
出
発
点
が
、
十
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
咽
新
儀
式
』
と
、
九
・
十
世
紀
の
御
願
寺
の
用
例

検
討
と
異
な
る
点
に
あ
る
。
両
者
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
御
願
寺
が
持
つ
、
世
俗
に
対
す
る
宗
教
的
機
能
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
相
互
に
重
な
り
合
う
部
分
も
あ
る
が
、
国
家
仏
事

　
　
　
　
　
　
⑦

の
一
翼
を
担
う
面
や
、
特
定
の
天
皇
等
の
た
め
に
息
災
・
延
命
等
を
祈
願
す
る
面
、
同
じ
く
追
善
を
行
う
面
が
あ
る
。
特
に
二
ニ
ニ
点
目
を
面

上
に
載
せ
た
い
。

　
　
　
　
　
⑧

　
平
岡
定
海
事
は
、
年
号
を
寺
号
と
す
る
御
願
寺
は
「
祈
願
寺
的
性
格
」
を
も
っ
て
い
た
が
、
仁
和
寺
や
「
四
円
寺
」
等
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
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藤
原
氏
と
の
抗
争
に
敗
北
し
た
上
皇
の
「
隠
棲
の
場
所
」
「
入
滅
の
た
め
の
場
所
」
と
し
て
の
性
格
や
「
菩
提
を
と
む
ら
う
寺
院
」
と
し
て
の

性
格
が
加
わ
っ
た
と
す
る
。
平
岡
氏
の
分
析
は
、
十
世
紀
以
降
の
延
暦
寺
に
お
け
る
御
願
寺
院
等
を
捨
象
し
て
い
る
た
め
、
「
祈
願
寺
的
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

格
」
に
関
す
る
長
期
的
視
点
を
欠
く
。
ま
た
、
追
善
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
研
究
で
、
御
願
嵜
成
立
時
期
か
ら
の
主
要
な
機
能
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
平
安
逸
に
な
る
と
、
東
寺
・
西
寺
で
国
家
的
追
善
仏
事
で
あ
る
国
忌
が
実
施
さ
れ
る
一
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

御
願
寺
に
お
い
て
も
追
善
仏
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
御
願
奪
を
祈
願
型
と
追
善
型
に
分
類
し
、
機
能
的
役
割
の
再
検
討
を
し
た
い
。

　
中
で
も
、
御
願
寺
と
山
陵
の
関
係
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
三
つ
の
画
期
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大
江

⑪
　
　
　
　
　
　
⑫

氏
や
西
山
良
平
氏
は
、
九
世
紀
に
仁
明
天
皇
の
山
陵
に
付
属
す
る
嘉
祥
寺
の
出
現
が
、
天
皇
の
霊
魂
の
仏
教
的
鎮
魂
に
と
っ
て
画
期
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
評
価
す
る
。
西
山
氏
は
、
九
世
紀
の
恩
日
法
会
の
会
場
と
な
る
御
願
寺
と
山
陵
は
近
接
す
る
と
指
摘
し
、
上
島
享
氏
は
、
十
｝
世
紀
の
円
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

寺
・
円
乗
寺
・
円
宗
寺
は
山
陵
を
管
理
せ
ず
、
両
者
の
分
離
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
。
平
岡
氏
や
西
ロ
氏
は
、
十
二
世
紀
に
御
願
寺
と
墓
所
の

明
確
な
分
離
を
論
じ
た
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
山
陵
、
あ
る
い
は
天
皇
等
の
「
霊
」
は
、
供
養
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
を
守
護
し
た
り
、
閉
り
を
起
こ
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

平
安
期
の
山
陵
を
考
え
る
た
め
に
は
、
山
陵
奉
幣
が
重
要
で
あ
る
。
服
藤
早
苗
氏
は
、
八
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
に
お
け
る
直
系
系
譜
意
識
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

立
と
展
開
を
論
じ
、
田
中
聡
氏
は
、
平
安
期
の
臨
時
奉
幣
の
総
合
的
な
検
討
等
か
ら
、
平
安
期
以
降
も
そ
れ
が
継
続
す
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
「
天
皇
の
死
」
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
九
・
十
世
紀
に
は
、
在
位
中
の
天
皇
の
死
は
、
死
後
も
天
皇
と
し
て

扱
わ
れ
、
国
忌
・
山
陵
も
置
か
れ
た
が
、
譲
位
後
の
死
は
「
た
だ
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
国
愚
・
山
陵
は
置
か
れ
な
い
。
そ
の
後
十
一
世
紀
前

半
に
な
る
と
、
在
位
中
の
天
皇
の
死
で
あ
っ
て
も
「
た
だ
人
」
の
死
と
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
原
則
国
忌
・
山
陵
の
新
置
は
な
く
な

っ
た
。
こ
う
し
た
天
皇
権
威
の
変
化
と
、
御
願
寺
の
追
善
機
能
や
山
陵
奉
幣
が
、
関
わ
っ
て
い
る
の
か
否
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
御
願
寺
の
変
化
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
一
葺
及
が
な
い
。
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⑱

　
竹
内
氏
は
、
本
来
天
皇
建
立
の
御
願
寺
も
、
「
公
的
」
寺
院
と
な
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
定
額
寺
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
十
世
紀

後
半
に
な
る
と
定
額
寺
は
、
「
公
的
要
素
を
欠
き
、
そ
の
寺
格
は
一
段
下
に
あ
る
」
御
願
寺
へ
と
変
化
し
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
管
理
を
離
れ
「
寺
院
独
立
の
道
」
を
進
む
と
論
じ
た
。
速
水
氏
は
、
竹
内
氏
が
示
し
た
寺
院
封
建
化
の
過
程
を
批
判
し
、
十
世
紀
後
半
の
御

願
寺
は
あ
く
ま
で
「
古
代
的
」
要
素
を
持
つ
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
九
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
特
権
的
定
額
寺
も
、
十
世
紀
後
半
に
は
大
き
く
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
史
的
変
化
に
限
ら
ず
、
十
世
紀
後
半

か
ら
の
変
転
は
、
な
お
多
角
的
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
多
く
は
別
に
論
じ
た
い
が
、
本
稿
は
展
望
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

①
拙
稿
「
智
の
政
治
史
的
考
察
一
奈
良
平
安
前
期
の
国
家
・
寺
院
・
学
僧

　
i
」
（
『
南
都
仏
教
謡
第
八
○
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。
以
下
、
特
に
注
記
の
無
い

　
場
合
、
拙
稿
の
引
用
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

②
御
願
寺
は
轟
轟
に
は
な
い
劇
度
で
あ
り
、
日
本
で
成
立
、
発
展
し
た
と
考
え
ら

　
れ
る
。
な
お
、
隅
三
国
遺
事
駈
巻
第
三
「
前
後
所
レ
将
舎
利
」
に
は
十
三
世
紀
の
こ

　
と
と
し
て
「
御
願
堂
神
曲
寺
」
の
例
が
あ
る
。

③
竹
内
理
三
門
延
喜
式
に
於
け
る
寺
院
」
、
同
「
御
願
毒
の
成
立
扁
（
『
竹
内
理
三

　
著
作
集
蜘
第
五
巻
、
角
川
一
婦
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
三
五
年
）
。

④
速
水
侑
「
定
額
考
の
研
究
扁
（
『
北
大
史
学
腕
第
六
号
、
一
九
五
九
年
）
。

⑤
西
口
順
子
「
平
安
時
代
初
期
寺
院
の
考
察
－
御
願
寺
を
中
心
に
一
」
（
『
平

　
安
時
代
の
寺
院
と
民
衆
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
～
九
七
〇
年
）
、
原
田

　
和
彦
「
平
安
時
代
の
御
願
寺
一
九
世
紀
を
面
心
に
…
」
（
『
日
本
古
代
の
国
家

　
と
祭
儀
』
雄
山
闇
出
版
、
…
九
九
六
年
）
、
拙
稿
「
智
の
政
治
史
的
考
察
」
（
前

　
掲
）
。
以
下
、
特
に
注
記
の
無
い
場
合
、
両
氏
の
引
用
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

⑥
竹
内
理
三
門
御
願
寺
の
成
立
」
（
前
掲
）
、
大
江
篤
轟
新
儀
式
㎏
の
御
願
寺
」

　
（
門
日
本
古
代
の
神
と
霊
』
臨
川
省
店
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
。
竹

　
内
氏
は
、
御
願
寺
を
本
文
で
示
す
寺
院
制
度
上
の
理
解
の
他
、
広
義
に
は
天
皇
・

　
上
皇
か
ら
…
般
庶
民
ま
で
建
立
し
た
祈
願
毒
、
狭
義
に
は
天
皇
の
御
願
を
修
す
る

　
寺
と
定
義
し
た
。

⑦
拙
稿
で
は
、
季
御
読
経
へ
の
参
加
や
顕
密
の
法
会
の
体
系
の
一
翼
を
担
う
寺
院

　
点
を
指
摘
し
た
。

⑧
平
岡
定
海
「
御
願
寺
の
成
立
と
そ
の
性
格
」
、
同
「
四
円
寺
の
成
立
に
つ
い
て
」

　
（
『
日
本
寺
院
史
の
研
究
輪
吉
川
弘
文
館
、
～
九
八
一
年
、
初
出
一
九
七
五
一
～

　
九
七
八
年
・
一
九
七
八
年
）
。
以
下
、
特
に
注
記
の
無
い
場
合
、
平
擬
氏
の
引
用

　
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

⑨
竹
内
理
三
門
御
願
寺
の
成
立
扁
（
前
掲
）
は
、
「
四
円
寺
扁
等
に
論
及
せ
ず
「
伽

　
藍
衝
祷
生
活
よ
り
僧
房
行
業
生
活
へ
と
転
換
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
平
岡
氏

　
と
の
結
論
の
相
違
の
背
景
に
は
、
分
析
対
象
の
相
違
が
あ
る
。
西
口
氏
は
、
大
隅

　
国
台
明
寺
や
紀
伊
国
薬
勝
寺
等
、
畿
外
の
御
願
寺
の
存
在
を
示
す
。

⑩
古
瀬
奈
津
子
轟
国
忌
徳
の
行
事
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）
。

⑪
大
江
篤
轟
薪
儀
式
撫
の
御
願
寺
」
（
前
掲
）
。

⑫
西
山
良
平
又
陵
寺
〉
の
誕
生
－
嘉
祥
寺
再
考
一
」
（
闘
日
本
国
家
の
史
的

　
特
質
　
古
代
・
中
世
一
思
文
閣
出
版
、
　
九
九
七
年
）
。
以
下
、
特
に
注
記
の
無

　
い
場
合
、
西
山
氏
の
引
用
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

⑬
　
上
島
享
「
〈
王
〉
の
死
と
葬
送
－
織
と
学
侶
・
聖
・
禅
衆
一
駄
（
『
中
世
寺
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院
　
暴
力
と
景
観
地
高
志
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
。

⑭
　
西
口
順
子
「
自
河
御
願
寺
小
論
」
（
噸
平
安
時
代
の
寺
院
と
民
衆
』
前
掲
、
初
出

　
一
九
八
山
ハ
年
）
。

⑮
服
藤
早
苗
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程
i
天
皇
家
の
成
立
を
め
ぐ

　
っ
て
t
」
（
『
家
成
立
史
の
研
究
一
祖
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
㎞
校
倉
書
房
、

　
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）
。

⑯
困
中
聡
「
『
陵
墓
』
に
み
る
『
天
皇
馳
の
形
成
と
変
質
l
I
古
代
か
ら
中
世
へ
」

　
（
幾
陵
墓
㎏
か
ら
み
た
日
本
史
』
青
木
書
店
、
…
九
九
五
年
）
。

⑰
拙
稿
「
天
皇
の
死
の
歴
史
的
位
置
－
隅
如
在
懸
軍
』
を
中
心
に
i
」
（
『
史

　
照
臨
第
八
一
巻
一
号
、
｝
九
九
八
年
）
。

⑱
竹
内
理
三
「
御
願
寺
の
成
立
扁
（
前
掲
）
。

⑲
速
水
侑
「
定
額
寺
の
研
究
」
（
前
掲
）
。

⑳
竹
内
理
三
「
御
願
寺
の
成
立
」
（
前
掲
）
、
拙
稿
等
。
竹
内
氏
は
、
経
済
的
基
盤

　
の
国
家
か
ら
の
独
立
や
年
分
度
者
の
設
置
と
消
滅
、
定
額
僧
か
ら
阿
閣
梨
へ
の
変

　
化
合
を
論
じ
る
。

第
一
章
　
御
願
寺
の
制
度
史

（一

j
初
期
御
願
寺

平安期の御願寺と天皇（堀）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
西
口
順
子
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
御
願
」
～
般
の
用
例
は
、
も
っ
ぱ
ら
皇
位
に
関
わ
る
人
物
へ
の
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

内
の
寺
院
に
関
わ
る
「
御
願
」
の
ほ
と
ん
ど
の
用
例
は
、
九
世
紀
以
降
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
。

　
そ
こ
で
、
表
一
、
寺
院
に
関
す
る
主
な
「
御
願
」
用
例
一
覧
を
参
照
し
つ
つ
検
討
を
行
な
う
。
表
で
は
、
寺
院
に
関
わ
る
「
御
願
」
に
つ
い

て
、
「
御
願
」
を
発
し
た
人
物
の
即
位
順
に
配
列
し
た
。
寺
名
に
※
の
付
く
寺
院
は
、
「
御
願
」
と
は
な
い
が
、
天
皇
が
造
営
に
関
わ
っ
た
記
録

の
あ
る
寺
院
を
挙
げ
た
。
御
願
寺
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
用
例
を
挙
げ
た
寺
院
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
れ
ら
※
の
寺
院
は
特
に
慎
重
な
検
討
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
用
例
は
、
で
き
る
だ
け
時
期
の
早
い
も
の
の
中
か
ら
、
特
に
寺
院
建
立
に
関
わ
る
も
の
や
申
請
に
よ
っ
て
御
願
寺
と
な
っ

た
と
す
る
史
料
を
中
心
に
選
ん
で
い
る
。
正
確
を
期
す
た
め
年
分
度
者
に
関
す
る
も
の
は
掲
載
し
て
い
な
い
。
藩
中
の
記
号
は
、
誰
の
「
御

願
」
か
を
示
す
。
○
は
天
皇
、
鯵
は
そ
れ
以
外
の
「
御
願
」
で
あ
る
。
天
皇
御
願
の
場
合
、
天
皇
自
身
が
建
立
し
た
も
の
（
1
）
と
、
天
皇
が

堂
舎
等
～
部
を
造
営
し
た
も
の
（
H
）
、
申
請
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
（
皿
）
の
三
者
に
分
け
た
。
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表1　寺院に関する主なヂ御願」用例一覧

寺名 御願 分類 新儀式 僧侶 「郷願」用例 出典

東寺 桓武天皇 OI 先朝霞御願寺 天長4，圭，19，『類聚国史』巻34

延暦寺 瑳峨天皇 OI 瀬瀬
弘仁皇帝為成桓武天皇御願

褐囓ｧ

天長10．10．28．光定上表『伝述～

S戒文』

金副峰寺
i紀伊）

嵯峨天皇 OH 空海 御願御塔
寛弘4，10．11，金剛脇寺解案（平

ﾀ遺如46）

観空寺※ 嵯峨天皇 OI （嵯餓太上天皇創建） 貞観12，8．26．ζ三代実録』

檀林寺
嵯峨太皇太后

k嘉智子
働 艦峨太皇太后御願所建也 元慶5．12．11．蕉代実録』

観心寺
i河内）

嵯峨太皇太后

k嘉智子
幽 真紹 嵯餓院太皇太盾御願堂

元慶7．9．15，「観心寺縁起資財畠

?」（平安三文174）

神護寺 露顕天皇 OH 空海
天長皇帝御願（根本真言
ｰ・五大堂）

承平1，11，27，「神護寺実録帳写」

i平安遺文237＞

清住寺 淳和天皇 ○ 〔黒和院御願〕 隈鐙摺事調巻5判

大覚寺
淳和太皇太后

ｳ子内親王
翁 二二 二二太后御願賜凶日大覚寺 貞観18．2．25．『三代実録」

淳和院※
淳和太皇太后

ｳ子内親王
魯 （為道場） 元慶3．3．23，『三代闇闇

（延）定心院 仁明天皇 OI A 光定 代々異朝深発御願所建立也 貞観選．ll，1，宮宣匿類聚三代格匪

神護寺 仁明天皇 ○丑 空海 承和天皇御願（宝塔院）
承平1．11．27，　ギ宇申叢葵総監多羨疸長調」

i平安遺文237）

護国寺

i近江）※
仁明天皇 ○丑 三修 （深草墾皇令建一精舎） 元慶22．13，『三代実録』

海印三昧寺※ 仁明天皇 ○∬ 道雄 （皇家建作亦在罷申） 嘉祥4．3．22．官符1類聚三代機

安祥寺
仁明皇太后藤

ｴ順子
幽 恵運 小太皇太后宮御願建立也

貞観13，8．17，「安禅寺伽藍縁起資

熬?」（平安遺文ユ64）

（延）四王院 文徳天皇 ○工 A 光定 代々凹凹深発御願所建立也 貞観14．11，1，宮宣『類聚三代格』

（延）惣持院 文徳天皇 OI 嬉嬉 代々聖目深発御願所建立也 貞観14．ll，1，口宣『類聚三代格』

嘉祥寺 文徳天皇 OI 永為定額勤修御願誓念國家 元慶2，2．5．じi三代実録』

天安寺 未詳 幽 B 太上皇・皇后御願寺＊2 噺儀式』巻5

忍正妻

i摂津）
清和天皇 ○田 三澄 為御願真言～院階名忍頂寺 貞観2，9．20．r三代実録』

興隆寺 清和天皇 ○皿 延庭 為御願寺 貞観7，4．15．r三代実録』

〔御願寺〕 清和天皇 ○ 宗叡 予造御願寺 貞観三6．8．24，『三代実録』

貞観寺 清和天皇 OI A 真雅 今上之御願所建立也 貞齢8．8．29，『三代実録』

（延）門口意堂 清和天皇 OI 〔貞観聖朝之御願〕 撤岳二三上
（延）宝瞳院 清和天皇 ○ 恵亮 〔貞観先帝御願〕 『叡岳要謎下

禅林寺 清和太上天皇 幽 B 真紹 太上天皇御願仏堂建彼寺中 元慶1，12．27，『三代実鋤

水尾山寺※ 清和太上天皇 動 （水尾有営造仏堂） 元慶4．8．23．『三代実録』

円覚寺 清和太上天皇 § B 皆是先皇御願也 仁和2，6．20．r三代実録』

東光寺
清和皇太后藤

ｴ高子
爵 善趣

元慶年中依大后御翻健立
延喜5，3．9．官符『類聚三代格」

元慶寺 陽成天皇 ○王 A 逓照 陽成院御願
永延3．5，ユ0，富牒ヂ諸寺最初阿闇

怺ｯ符」＊3

（延）安楽院 陽成太上天皇 動 〔陽成院御願〕 仙門堂舎記』

（延）釈迦堂※ 光孝天皇 ○ 延最 （昼則転読御願大般若経） 仁和2，7．5．『三代実鱗

仁和寺 光孝天皇 OI A 丁丁 新造二丁御願寺 仁和4、8．17．狼本紀略』
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平安期の御願寺と天皇（堀）

金歯隣寺

i紀伊）
光孝天皇 OH 真然

〔小松天皇御願（西塔・准

ﾘ観音堂）〕
『続宝簡集」巻44判

小松寺 光孝天皇力 ○？ 〔光孝天皇御願獄〕 『仁和寺諸堂誠＊5

（延）千光院
光孝天皇・宇

ｽ天皇
○ 父御 〔仁和天皇御願〕 轍岳要記』下

浄福寺
光孝皇太后瞳

q女王
幽 件寺依御願所建立也 昌泰2．10．3，官符纐聚三代格詣

仁和寺円堂院

ｦ
宇多法皇 幽 観賢 〔寛平法皇御建立〕 『仁和寺諸堂記』＊6

円成寺 宇多天皇 OH B 益信 寛平殊有御願作起宝塔 延喜7，5，2，官符『類聚三代格』

蓮勝寺

i亭子院）
宇多法皇 幽？ 〔寛平法聯噸〕 『醍醐雑事誠巻5＊7

極楽寺

宇多申宮藤原

ｷ子・醍醐太

c太后藤原穏

q

畠 二代皇后御願
永延3．5．IG．官牒「諸寺最初阿闇

怺ｯ符」＊8

勧修寺
宇多贈皇后藤

ｴ二子
幽 承俊 御琢頁堂 承暦3．8．4．「勧修毒文書」＊9

縫醐寺 醍醐天皇 OI A 聖宝 為当代御願寺
延喜19．9，17，官二三　ピ醍醐凹田讐事言己凄

ｪ3＊10

（延）護念院
醍醐天皇・村

纉V皇
○ 賀静

〔延喜・天暦：二代之御願

?〕
ぎ阿娑下天巻第20鉢11

法性寺 朱雀天皇 ○ A 弁日 立御願堂二宇為御願導 天暦2．4．23，『九饒

（延）延命院 朱雀天皇 OI A 尊意 御願堂 天慶1．5．12，禎信公誠

（延）新延斎院 朱雀天皇 OI 〔朱雀院太．と天皇御願〕 黙認要記』上

（延）大日院 村上天皇 OI A 延言 御願一院 二尊03．4。与信公記』

東大寺尊勝院

i大和）
村上天皇 幽 光和 修御願

出監1．3．4．『東大寺続要録』諸

y壁

（延）補多楽寺 村上天皇 ○田 B 延昌 為御願寺 応和2．4．17．旧本紀晦

雲林院 村上天皇 ○∬ A 春退 御願口口（多宝塔・御堂）
寛治1．12．30．宮牒　　『朝野群載』

ｪ6
蓮台寺 村上天皇 幽？ 細面 申寄御願之由 嘉承2．8．2．沖右記』

（延）華厳三昧

@ 村上天皇 OH 良源
膚於携厳院建立一院（略）

V御願

康保5，1，28．官牒『門葉言己』寺院

R＊12

凡例
・市名欄の（延）は延暦寺の略称。左記以外の山城国にない寺院には（　）内に国名を付した。

・寺名欄の※は，史料上明確に「御願」と出てこない寺院。「御願」用例の項目では史料を（）
　で括った。

。御願欄の名前は誰の御願かを示す。

・分類欄で，OI（天皇建立），　OH（天皇が一部堂舎建立），○猛（申請によって御願寺），幽

　上皇や皇后等建立
・新儀式欄で，Aは天皇建立，　Bはそれ以外で記載のある寺院
。御願ヂ用例」欄で，（　）は上記参照，〔　〕は中世以降の史料が典拠の場合

注

　　　7・10＊工・

＊2

＊3
＊，4

＊5
＊9
＊11

＊12

8

6

『醍醐朶月謝琴；己』　（醍醐寺，　ユ931年）

天安寺は『新儀式』から上皇・皇后等の御願と考えられるが朱詳。
『公家と儀式』（京都大学文学部博物館，1991年）

ぎ大日本古文書』高野山文書之3
ぎ仁和寺史料　曲師篇一』（奈良国立文化財’研究所，1964年）

『大日本仏教全晋2寺誌叢書第3
『大正新脩大蔵経』図像第9巻
『大日本史料』第1編之12（167～170頁）
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「
御
願
寺
」
の
初
見
は
、
西
口
氏
が
指
摘
す
る
天
長
四
年
（
八
二
七
）
正
月
に
お
け
る
幸
和
天
皇
の
宣
命
で
あ
る
。
「
得
体
不
レ
至
大
坐
」
状

態
を
占
っ
た
結
果
、
稲
荷
神
社
に
お
け
る
木
の
伐
採
の
要
り
と
判
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
「
此
樹
波
、
先
触
乃
御
願
寺
乃
塔
木
ホ
用
鉾
為
淋
稗
東

寺
之
所
レ
二
目
」
と
あ
舳
・
東
寺
を
桓
武
天
皇
の
御
願
寺
と
す
る
・
同
じ
く
西
塔
は
・
『
繭
紬
一
心
戒
文
』
所
収
の
嚢
＋
年
＋
月
二
＋
八
日

　
　
　
　
禾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

光
定
上
表
文
に
あ
る
「
是
延
暦
寺
、
弘
仁
　
皇
帝
為
レ
成
二
　
桓
武
天
皇
御
願
一
所
二
建
立
広
矢
」
を
指
摘
す
る
。

　
表
の
出
典
欄
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
天
長
年
間
の
二
つ
の
用
例
が
突
出
し
て
古
い
。
そ
の
他
は
、
す
べ
て
貞
観
年
間
以
降
の
用
例
と
な
る
。

史
料
の
残
存
状
況
が
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
貞
観
年
間
に
寺
院
に
関
わ
る
「
御
願
」
が
頻
出
す
る
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
文
徳
朝
ま
で
に
限
っ
て
、
後
に
「
御
願
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
あ
る
い
は
御
願
寺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
寺
院
を
検

討
す
る
。

　
空
海
の
関
わ
る
真
言
宗
の
台
本
峯
寺
と
神
護
寺
も
「
御
願
」
の
記
載
が
あ
る
。
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
十
二
月
金
剛
峯
意
解
案
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

嵯
峨
天
皇
に
よ
る
「
御
願
御
店
」
と
す
る
。
承
平
元
年
（
九
三
一
）
十
一
月
の
「
神
護
寺
実
録
帳
写
」
に
は
、
根
本
真
言
堂
や
五
大
堂
が
「
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

長
皇
帝
御
願
」
で
あ
り
、
宝
塔
院
が
「
承
和
天
皇
御
願
」
で
あ
る
。
天
台
宗
の
場
合
、
延
暦
寺
内
に
建
立
さ
れ
る
諸
院
が
御
願
寺
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
定
心
・
捻
持
・
四
王
三
箇
院
。
是
代
々
聖
朝
敵
発
二
御
願
一
所
二
建
立
一
也
」
と
あ
る
定
心
院
は
仁
明
天
皇
御
願
で
あ
り
、
総
持
院
と
四
王
院
は

文
徳
天
皇
御
願
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
注
目
を
集
め
る
嘉
祥
寺
は
、
仁
明
天
皇
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
そ
の
山
陵
の
側
に
、
文
徳
天
皇
が
建
立

　
⑧

し
た
。

　
天
皇
御
願
以
外
は
次
の
寺
院
が
あ
る
。
「
嵯
峨
太
皇
太
后
御
願
所
レ
建
也
」
と
あ
る
橘
嘉
智
子
御
願
の
檀
林
寺
は
、
承
和
年
間
に
は
造
檀
林
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

使
が
組
織
さ
れ
、
国
家
的
に
造
営
が
進
め
ら
れ
た
。
仁
明
皇
太
后
藤
原
順
子
が
、
文
徳
朝
に
建
立
し
た
安
祥
寺
も
あ
る
（
後
述
）
。
こ
の
他
の

例
は
、
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
さ
て
、
部
分
的
に
公
家
が
堂
舎
を
建
立
し
た
と
い
わ
れ
る
寺
院
を
申
出
に
、
御
願
寺
と
判
断
す
べ
き
か
否
か
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
例

え
ば
、
海
印
寺
や
七
高
山
の
一
つ
と
し
て
建
立
さ
れ
た
護
国
寺
な
ど
は
御
願
寺
と
は
い
い
難
く
、
金
剛
下
寺
も
な
お
検
討
を
要
す
る
。
け
れ
ど
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も
、
多
く
天
皇
等
に
よ
っ
て
寺
院
や
堂
塔
が
建
立
さ
れ
な
が
ら
、
東
寺
を
除
け
ば
大
寺
と
は
な
っ
て
い
な
い
点
や
、
特
権
を
持
つ
定
額
寺
で
あ

る
点
、
後
述
す
る
天
皇
に
関
わ
る
年
分
度
者
が
設
置
さ
れ
て
い
る
例
も
多
い
と
い
う
点
等
を
視
野
に
入
れ
て
、
こ
れ
ら
を
「
初
期
御
願
寺
」
と

呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
改
め
て
三
点
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
天
皇
建
立
の
御
願
寺
は
、
桓
武
天
皇
御
願
と
し
て
天
長
年
間
に
用
例
の
み
ら
れ
た
東
寺
を
初
見
と
し

つ
つ
も
、
真
言
宗
や
天
台
宗
等
の
い
わ
ゆ
る
山
岳
寺
院
を
中
心
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
山
陵
と
つ
な
が
り
の

深
い
嘉
祥
寺
の
出
現
は
御
願
寺
に
と
っ
て
一
つ
の
爾
期
で
あ
っ
た
。
第
三
に
天
皇
以
外
の
「
御
願
」
に
よ
る
定
額
寺
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
檀
林
寺
等
圏
家
的
に
造
営
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

（
二
）
　
「
御
願
」
意
識
の
確
立
と
展
開

平安期の御願寺と天皇（堀）

　
貞
観
年
間
に
は
、
寺
院
に
関
す
る
「
御
願
」
の
記
述
が
多
く
現
わ
れ
る
。
表
～
で
は
掲
載
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
、
年
分
度
器
に
関
す
る

「
御
願
」
を
含
め
て
も
そ
の
傾
向
は
変
ら
な
い
。
貞
観
年
間
を
中
心
と
し
た
「
御
願
」
の
特
色
を
検
討
す
る
。

　
清
和
天
皇
の
御
願
寺
を
代
表
す
る
の
は
、
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
八
月
に
「
貞
観
寺
者
　
今
上
之
御
願
所
二
建
立
一
也
。
」
と
あ
る
貞
観
寺
で

あ
る
。
外
祖
父
の
藤
原
良
房
と
、
清
和
天
皇
（
惟
仁
親
王
）
誕
生
の
時
よ
り
付
き
従
う
真
雅
が
、
誕
生
蔵
す
ぐ
に
そ
の
成
長
を
祈
願
し
て
建
立

　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
た
。
清
和
天
皇
の
誕
生
前
後
よ
り
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
例
は
、
延
暦
寺
の
恵
亮
も
知
ら
れ
て
い
る
。
別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
の
恒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

常
的
な
身
体
護
持
を
行
う
護
持
僧
の
初
見
も
、
清
和
朝
で
あ
っ
た
。

　
貞
観
年
間
で
い
ま
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
史
料
上
天
長
四
年
の
東
寺
の
次
に
「
御
願
寺
」
の
記
載
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
宗
叡
が
予
め
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

癒
し
て
い
た
と
い
う
詳
細
未
詳
の
「
御
願
寺
」
の
他
、
『
日
本
三
代
実
録
』
に
記
録
さ
れ
る
、
「
御
願
画
学
一
院
」
の
摂
津
国
皇
道
寺
と
「
御
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

寺
」
の
山
城
国
興
隆
寺
の
二
つ
の
例
が
あ
る
。

　
両
寺
は
本
来
、
申
請
に
よ
っ
て
定
額
寺
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
御
願
寺
と
な
っ
て
い
る
。
申
請
に
よ
る
御
願
寺
は
、
十
世
紀
後
半
以
降
に
な
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っ
て
一
般
化
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
と
し
て
は
孤
立
し
た
例
で
あ
る
。
両
寺
に
共
通
す
る
の
は
、
第
一
に
、
宗
の
修
学
や
、
あ
る
い
は
興

隆
寺
の
場
合
僧
綱
・
講
師
の
不
関
与
等
、
一
般
の
定
額
寺
で
は
な
く
、
特
権
的
定
額
寺
と
し
て
の
待
遇
を
求
め
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
申
請

の
主
体
が
各
々
「
伝
燈
満
位
運
脚
澄
」
と
「
常
住
一
十
禅
師
伝
灯
法
師
位
延
庭
」
で
あ
り
、
同
時
期
の
特
権
的
定
額
寺
の
本
願
人
が
、
天
皇
や

上
皇
、
公
卿
、
僧
綱
等
で
あ
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
地
位
は
相
対
的
に
低
い
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
九
世
紀
に
申
請
に
よ
っ
て
「
御
願
寺
」
と
な
っ
た
二
例
は
、
天
皇
と
の
具
体
的
な
つ
な
が
り
は
不
明
だ
が
、
相
対
的
に
地
位
の
低
い
僧
侶
の

関
わ
る
寺
院
が
、
特
権
的
定
額
寺
と
な
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貞
観
年
間
に
お
け
る
「
御
願
」
意
識
の
確
立
を
背
景
に
し

て
い
た
と
推
測
し
た
い
。

　
第
三
に
、
安
祥
寺
は
、
創
建
及
び
定
額
寺
と
な
る
の
は
文
徳
朝
だ
が
、
年
分
度
者
や
興
福
寺
維
摩
会
・
宮
中
最
勝
会
へ
の
参
加
権
を
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
の
は
、
清
和
朝
で
あ
っ
た
。
原
田
和
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
貞
観
年
間
が
、
僧
綱
制
度
や
法
会
の
体
系
の
変
革
期
に
当
た
っ
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
後
同
様
の
特
権
を
新
設
す
る
場
合
、
「
准
二
安
祥
寺
例
こ
と
す
る
例
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
と
も
指
摘
さ

れ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
「
准
二
安
祥
寺
例
こ
等
と
い
う
論
理
は
、
御
願
寺
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
特
権
を
求
め
る
と
い
う
論
理
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
御
願
寺
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
特
権
獲
得
を
主
張
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
仁
和
寺
は
、
寛
平
二
年
（
八

九
〇
）
十
一
月
官
符
に
「
謹
検
二
代
々
御
願
二
一
皆
有
二
年
分
度
者
ご
「
望
二
天
裁
建
二
斯
皇
宗
の
於
二
件
御
願
寺
【
毎
年
試
練
。
当
一
於
先
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

登
翼
翼
日
一
億
二
沙
弥
戒
ご
と
あ
る
。
醍
醐
寺
は
、
延
喜
十
九
年
（
九
一
九
）
九
月
官
牒
で
は
、
「
謹
検
二
代
々
御
願
寺
例
幻
供
僧
及
所
司
等
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
今
力
〕

以
二
宮
五
一
補
任
。
其
　
明
車
。
令
件
伽
藍
為
二
当
代
御
願
寺
一
之
後
。
未
レ
有
レ
定
二
行
住
僧
及
所
司
ご
と
し
、
承
平
元
年
六
月
官
符
で
は
「
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

レ
准
二
代
々
御
願
例
置
二
年
分
聾
者
二
人
一
」
と
す
る
。
延
暦
寺
延
命
院
は
、
承
平
八
年
三
月
に
「
因
准
王
院
御
願
例
ハ
被
レ
宛
然
給
仏
聖
燈
油
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

七
帰
日
供
」
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
末
以
降
、
御
願
寺
で
あ
る
こ
と
で
特
権
を
主
張
す
る
寺
院
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

則
天
皇
建
立
の
御
願
寺
で
あ
っ
た
。
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原
田
氏
は
、
九
世
紀
後
半
を
特
権
の
意
識
と
結
び
つ
い
た
「
御
願
」
の
再
編
成
期
と
し
た
が
、
む
し
ろ
「
御
願
」
の
確
立
期
と
呼
ぶ
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
天
皇
の
身
体
護
持
の
変
化
や
僧
綱
制
度
の
変
化
が
あ
っ
た
。
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
天
皇
建
立
の
御
願
寺
で
あ
る

こ
と
が
特
権
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
識
が
明
確
化
す
る
。
新
た
な
展
開
へ
向
け
た
変
化
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
と
そ
れ
以
外
の
御

願
寺
が
、
公
的
寺
院
と
な
る
に
は
、
と
も
に
定
額
寺
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
特
権
の
獲
得
と
い
う
点
に
お
い
て
天
皇
の
御
願
寺
は
、

徐
々
に
他
よ
り
優
位
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
『
新
儀
式
㎞
と
御
願
寺

平安期の御願寺と天皇（堀）

　
十
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
新
儀
式
』
巻
第
五
に
は
、
「
御
願
寺
事
」
と
す
る
項
目
が
あ
る
。
そ
の
目
次
部
分
に
は
「
造
御
願
椿
事
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
っ
て
や
や
相
違
す
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
平
安
期
の
御
願
寺
に

関
し
て
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
な
い
た
め
、
九
・
十
世
紀
の
御
願
寺
研
究
に
お
い
て
は
、
常
に
言
及
さ
れ
て
き
た
。
先
学
の
研
究

成
果
を
踏
ま
え
、
便
宜
上
段
落
毎
に
A
B
C
の
記
号
を
付
け
、
検
討
を
進
め
る
。

　　

芒
闔
寰
柾
x
轟
灘
嬬
麺
鵜
　
　
　
〔
王
力
〕

　
A
下
竪
例
、
耗
新
論
被
修
・
造
御
願
輩
驕
聾
勧
鵬
㌔
麟
㌦
襯
屠
簸
燈
茜
掛
先
健
勝
地
薄
定
預
ム
或
上
卿
奉
レ
迎

　　

m
俗
霜
郵
硅
嘱
醸
廃
置
暴
壷
鐙
福
司
野
塩
無
難
墜
其
裏
自
制
充
・
其
品
物
蚕
不
善
所
員
後
院
奉
麺
勤
一
仕
吐
氾

　
　
作
之
筆
麟
簸
鮮

　
B
又
杢
皇
皇
算
編
・
公
興
或
嬰
私
寺
↓
奉
・
付
・
属
公
察
為
二
定
額
寺
峡
馨
　
難
箏
難
平

　
c
造
畢
之
後
或
修
・
法
会
或
必
不
被
・
修
。
但
依
奏
請
翻
藷
磐
蟷
藤
・
有
・
置
・
・
定
額
僧
籍
分
度
覚
影
響
・
近
国
正
税
禿
・
分
灯
油
仏
聖

　
　
供
箋
阯
禦
鍵
満
騨
鋤
・

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
全
体
の
構
造
は
、
A
「
近
代
旧
例
、
一
代
新
有
レ
被
レ
修
一
造
御
願
寺
一
」
の
後
に
、
B
「
又
太
上
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皇
・
皇
后
井
僧
綱
・
公
卿
、
或
以
二
私
讐
ハ
奉
レ
付
二
属
公
家
ハ
為
二
定
額
寺
こ
を
挿
入
し
つ
つ
、
C
造
営
後
の
供
養
法
会
や
経
済
的
特
権
等
に

つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
『
新
儀
式
』
で
は
、
「
御
願
寺
」
と
い
う
用
語
を
A
の
天
皇
が
建
立
し
た
寺
院
と
、
B
の
～
部
に
当
た
る
太
上
皇
や
皇
后
が
建
立
し
た
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
二
つ
に
分
け
て
使
用
し
て
い
る
。
さ
て
、
表
一
に
は
、
『
新
儀
式
隠
の
分
類
も
掲
載
し
て
い
る
。
A
に
は
O
I
と
O
H
が
、
B
に
は
○
璽
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鯵
が
対
応
す
る
。
噸
新
儀
式
』
の
分
類
は
、
先
の
検
討
結
果
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
『
新
儀
式
』
の
記
述
は
、
そ
の
史

料
的
性
格
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
大
江
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
天
皇
建
立
の
御
願
寺
が
、
多
く
国
家
的
造
営
の
対
象
と
さ
れ
る
等
、
他
の
御
願

寺
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
先
の
検
討
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
天
皇
建
立
の
寺
院
を
重
視
す
る
点
が
、
九
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

紀
前
半
か
ら
同
様
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
や
や
騰
書
す
る
。
『
新
儀
式
』
が
、
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
儀
式
書
で
あ
る
点
を
考
慮
に
入
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
で
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
点
で
、
B
の
寺
院
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
補
多
楽
寺
は
、
『
日
本
粗
略
』
応
和
二
年
（
九
六
二
）
四
月
十
七
日
条
に
、
「
延
封
〆
下
草
二
宣
旨
【

以
一
建
立
補
多
楽
寺
雪
中
御
願
寺
上
」
と
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
一
年
の
相
違
は
あ
る
が
、
同
じ
こ
と
を
指
す
『
門
葉
記
』
所
引
応
和
三
年
四

月
十
七
日
官
符
に
よ
れ
ば
、
事
書
に
「
応
下
津
二
補
多
楽
寺
詣
中
御
願
上
野
」
と
あ
り
、
官
符
申
に
引
用
さ
れ
る
「
内
供
奉
十
禅
師
僧
正
法
印
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

和
尚
位
延
昌
」
の
奏
状
に
、
「
以
二
件
精
舎
｝
為
二
御
願
寺
こ
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
補
語
楽
寺
は
、
『
新
儀
式
』
で
は
「
為
二
定
額
寺
一
」
と
例

示
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
「
為
二
御
願
寺
こ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
竹
内
理
三
氏
が
指
摘
す
る
、
定
額
寺
と
御
願
寺
の
概
念
の
混
交
の
明
確
な
初
見
は
、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
の
醍
醐
寺
東
灘
で
あ
る
。
補
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

楽
寺
の
例
は
、
そ
れ
よ
り
や
や
遡
る
。
ま
た
、
官
符
の
出
さ
れ
た
応
和
二
年
な
い
し
三
年
と
は
、
現
存
す
る
『
新
儀
式
瞼
の
記
事
の
中
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
っ
と
も
新
し
い
記
事
の
～
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
新
儀
式
』
編
纂
の
時
期
に
極
め
て
近
い
。
B
の
「
為
一
　
定
額
寺
　
」
と
は
、
『
新
儀
式
』

編
纂
時
の
理
解
で
は
「
為
二
御
願
寺
一
」
と
同
義
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
念
の
た
め
確
認
す
れ
ば
、
そ
の
他
に
B
の
実
例
と
し
て
あ
が
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
天
安
寺
・
禅
林
寺
・
円
重
々
・
円
成
寺
」
は
、
申
請
に
よ
っ
て
定
額
寺
と
な
っ
て
い
る
が
、
御
願
春
と
は
な
っ
て
は
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
B
の
寺
院
に
は
「
為
二
定
額
寺
こ
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
A
の
寿
院
に
は
そ
う
し
た
記
載
が
な
い
。
A
B
と
も
に
、
十
世
紀
後

半
を
境
に
、
定
額
寺
か
ら
徐
々
に
御
願
寺
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
十
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
、
建
立
当
初
か
ら
御
願
寺
で
あ
る
寺
院
、

特
に
天
皇
建
立
の
御
願
寺
は
、
官
符
等
に
よ
っ
て
「
為
一
一
御
願
寺
一
」
こ
と
は
し
な
く
な
る
点
を
指
摘
し
た
い
。
A
の
記
載
は
こ
の
点
と
対
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
事
実
、
天
皇
建
立
の
寺
院
が
定
額
寺
と
な
っ
た
の
は
、
十
世
紀
前
半
の
醍
醐
寺
と
法
性
寺
が
最
後
で
あ
っ
た
。
補
多

楽
寺
の
例
も
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
『
新
儀
式
』
の
文
意
は
、
十
世
紀
後
半
以
降
に
展
開
す
る
新
し
い
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
定
額
寺
制
度
が
崩
壊
し
、
形
式
上
で
も
天
皇
御
願
の
重
要
性
が
、
明
確
に
立
ち
現
わ
れ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
十
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
建

立
の
御
願
寺
や
摂
関
家
の
関
わ
る
寺
院
の
供
養
法
会
で
は
、
し
ば
し
ば
准
御
斎
会
の
宣
旨
が
下
さ
れ
、
公
家
・
王
催
の
形
式
を
と
る
の
も
同
様
で

　
⑳

あ
る
。
こ
れ
ら
天
皇
権
威
の
形
式
的
浮
上
に
つ
い
て
は
、
い
ま
展
望
を
示
す
に
留
め
、
そ
の
詳
細
は
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

平安期の御願寺と天皇（堀）

　
定
額
寺
制
度
が
機
能
し
た
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の
間
、
特
権
的
定
額
寺
の
多
く
は
、
御
願
寺
が
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
の
特
権
的
定
額
寺
が
御
願
寺
と
す
る
理
解
に
は
従
い
が
た
い
。
御
願
寺
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
天
皇
建
立
の
寺
院
と
皇
后
や
太
上
天
皇
の
建

立
す
る
寺
院
、
申
請
に
よ
っ
て
御
願
寺
と
な
る
寺
院
が
あ
っ
た
。
三
者
が
定
額
寺
と
し
て
並
立
す
る
一
方
で
、
天
皇
の
御
願
寺
は
、
特
権
に
結

び
つ
き
や
す
く
、
他
に
比
し
て
徐
々
に
優
位
な
位
置
付
け
を
得
て
い
っ
た
。
盾
の
位
置
付
け
の
変
化
も
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

十
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
薪
儀
式
』
の
記
載
に
は
、
定
額
寺
か
ら
御
願
寺
へ
と
変
化
す
る
過
渡
期
の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
定
額
寺
制
度
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
天
皇
御
願
の
重
要
性
は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
上
昇
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
入
世
紀
の
「
御
願
」
の
用
例
は
多
数
あ
る
。
門
大
官
御
願
扁
天
平
十
七
年
十
二

　
月
二
十
五
B
写
経
雪
解
案
（
『
大
日
本
古
文
書
』
第
二
巻
四
八
七
頁
）
、
門
市
原
宮

　
御
願
」
天
平
十
八
年
十
二
月
十
一
日
自
習
所
来
案
（
同
書
五
五
九
頁
）
、
「
太
皇
太

　
后
宮
御
願
」
天
平
勝
宝
六
年
十
一
月
十
日
政
所
符
（
同
坐
第
一
三
巻
＝
一
頁
）
、

　
門
中
宮
御
願
」
天
平
勝
宝
七
歳
正
月
二
十
五
日
政
所
符
（
同
書
一
四
頁
）
、
等
。

②
寺
院
に
関
わ
る
早
い
屠
例
は
、
噸
滞
日
本
紀
㎞
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
八
月
癸

　
亥
条
に
国
分
寺
建
立
詔
を
指
し
て
「
先
御
願
」
と
す
る
。
こ
の
千
国
分
目
は
、
聖

　
武
天
皇
の
「
御
願
」
と
記
載
さ
れ
る
。

③
隅
類
聚
国
史
撫
巻
三
四
、
天
皇
不
予
、
天
長
四
年
正
月
辛
巳
条
。
西
口
氏
も
指

　
摘
す
る
よ
う
に
『
性
霊
集
㎞
巻
第
九
所
収
天
長
三
年
十
一
月
二
十
四
日
奉
レ
造
一
東
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寺
塔
｝
材
木
曳
運
勧
進
表
に
も
「
東
寺
者
先
帝
之
御
願
也
」
と
あ
る
。

④
『
伝
述
一
心
戒
文
並
肉
（
『
伝
教
大
師
全
集
撫
第
一
、
一
九
二
〇
年
）
。
天
台
宗

　
年
分
度
者
は
、
弘
仁
三
年
八
月
十
九
日
最
澄
書
状
「
法
花
金
光
明
先
帝
御
願
漏

　
（
『
平
安
遺
文
臨
四
一
篇
五
九
）
等
桓
武
天
皇
「
御
願
」
と
し
ば
し
ば
記
さ
れ
る
が
、

　
延
暦
等
建
立
に
関
わ
る
史
料
と
し
て
は
あ
ま
り
例
が
な
い
。

⑤
寛
弘
四
年
十
月
十
一
日
金
上
峯
寺
解
案
（
『
平
安
遺
文
隔
四
四
六
）
。
『
続
宝
簡

　
集
』
四
四
所
収
「
金
剛
峯
寺
堂
塔
建
立
由
来
書
」
に
は
、
「
嵯
峨
天
皇
御
願
扁
で

　
仁
明
天
皇
御
宇
に
建
立
供
養
と
記
す
（
開
大
日
本
古
文
書
輪
商
野
山
文
書
之
三
）
。

⑥
承
平
元
年
十
一
月
二
十
七
日
「
神
護
寺
実
録
帳
写
」
（
『
平
安
遺
文
』
一
一
三
七
）
。

⑦
『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
四
年
十
一
月
～
日
官
宣
。

⑧
貞
観
七
年
八
月
三
日
為
二
平
子
内
親
葬
先
批
藤
原
氏
周
忌
法
会
願
文
（
『
菅
家

　
文
草
』
巻
本
一
一
）
。

⑨
隅
日
本
三
代
実
録
魅
元
慶
五
年
十
二
月
十
一
日
条
、
咽
続
日
本
後
紀
早
帰
和
三

　
年
閏
五
月
壬
午
条
。
西
田
直
二
郊
「
檀
林
下
五
壮
」
（
『
京
都
史
蹟
の
研
究
』
吉
川

　
弘
文
鮎
娼
、
　
一
九
よ
ハ
一
ん
干
）
等
。

⑩
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
三
月
二
十
三
日
条
、
同
十
八
年
八
月
二
十
九

　
日
条
、
元
慶
三
年
正
月
三
日
条
。

⑪
　
　
『
B
本
三
代
実
録
幽
貞
観
元
年
八
月
二
十
八
日
条
等
。

⑫
拙
稿
「
護
持
僧
と
天
皇
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
古
代
・
中
世
丁
丁
文
閤

　
出
版
、
～
九
九
七
年
）
。

⑬
『
日
本
三
代
実
録
輪
貞
観
十
六
年
八
月
二
十
四
日
条
。

⑭
州
日
本
三
代
実
録
隔
貞
観
二
年
九
月
二
十
日
条
、
同
七
年
四
月
十
五
日
条
。

⑮
忍
頂
寺
は
、
七
商
山
の
～
つ
（
隅
延
喜
天
暦
御
記
抄
輌
天
暦
七
年
四
月
二
十
六

　
日
条
噛
増
補
史
料
大
成
　
歴
代
農
皆
野
臨
川
書
店
、
　
一
九
六
五
年
）
で
あ
り
、

　
「
保
安
元
年
摂
津
團
出
挙
帳
案
」
に
「
国
分
寺
・
諸
定
額
寺
・
忍
頂
四
天
王
料
参

　
任
束
」
（
榊
平
安
遺
文
隔
補
四
七
）
と
あ
る
。
興
隆
寺
は
「
貞
観
二
年
詔
令
三
木
工

　
寮
修
・
一
造
堂
舎
ご
（
『
日
本
三
代
実
録
蜘
貞
観
七
年
四
月
十
五
日
条
）
と
あ
る
。

⑯
貞
観
十
三
年
八
月
十
七
日
「
安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」
（
『
平
安
遺
文
』
一
六

　
四
）
、
噸
日
本
三
代
実
録
鰍
貞
観
元
年
四
月
十
八
日
条
、
同
三
年
四
月
十
三
日
条
、

　
『
類
聚
一
エ
代
格
臨
貞
鵬
既
↓
1
⊥
加
年
二
日
目
十
七
門
口
官
符
。

⑰
土
谷
恵
門
平
安
前
期
僧
綱
制
の
展
開
」
（
岡
史
艸
隔
第
二
四
号
、
一
九
八
三
年
）
。

⑱
『
類
聚
三
代
格
睡
寛
平
二
年
十
一
月
二
十
三
日
岩
心
。

⑲
糊
醍
醐
雑
事
記
駈
巻
第
三
所
収
、
延
喜
十
九
年
九
月
十
七
日
論
調
（
醍
醐
寺
、

　
一
九
一
二
一
年
）
、
　
『
醍
…
剛
寺
要
轟
省
㎞
所
下
露
承
甲
平
一
華
年
六
月
コ
一
日
宜
一
符
（
謝
机
群
瀧
蹴
箱
甥

　
従
撫
第
二
七
輯
上
）
。

⑳
『
尊
意
贈
僧
正
伝
』
（
『
続
群
書
類
従
甑
第
八
輯
下
）
。

⑳
　
　
『
類
聚
三
代
格
睡
延
喜
六
年
九
月
十
九
日
蜜
符
、
同
年
七
年
五
月
二
日
官
符
に
、

　
「
故
尚
侍
贈
正
　
位
藤
原
朝
臣
淑
子
」
建
立
の
円
成
寺
が
、
門
太
上
法
皇
御
宇
之

　
問
、
依
二
尚
侍
付
属
↓
令
レ
加
二
修
造
一
一
回
需
御
願
こ
や
門
寛
平
殊
有
二
御
願
一
作
二

　
起
宝
塔
一
」
か
ら
特
権
が
認
め
ら
れ
た
類
例
も
あ
る
。

⑫
　
　
「
諸
寺
最
初
阿
闘
梨
官
符
」
永
延
三
年
五
月
十
日
官
牒
で
極
楽
寺
は
「
二
代
皇

　
后
御
願
」
を
理
由
に
阿
闇
梨
設
置
を
求
め
た
例
も
あ
る
（
明
公
家
と
儀
式
睡
京
都

　
大
学
文
学
部
博
物
館
、
一
九
九
一
年
）
。

⑬
　

明
新
儀
式
価
巻
第
五
臨
時
下
（
『
群
書
類
従
睡
第
六
輯
）
。
な
お
、
『
日
記
目

　
録
輪
臨
時
巻
第
四
（
㎎
尊
経
闇
善
本
影
印
集
成
4
西
宮
記
載
駈
八
木
書
店
、
一

　
九
九
四
年
）
に
も
「
造
御
願
寺
事
」
の
項
目
が
あ
る
。

⑳
　
告
江
崇
「
准
御
斎
会
㎎
成
立
隔
の
歴
史
的
位
罷
一
国
家
儀
礼
の
再
編
と
律
令

　
天
皇
制
一
」
（
咽
日
本
史
研
究
臨
四
六
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う

　
に
、
『
長
秋
記
』
大
治
五
年
五
月
十
四
日
置
に
「
在
二
雲
林
院
”
天
暦
御
願
御
堂
扁

　
と
あ
る
。
他
に
こ
の
御
堂
に
関
す
る
史
料
が
な
い
が
、
吉
江
氏
の
指
摘
に
従
い
、

　
村
上
天
皇
の
塔
建
立
の
事
実
と
と
も
に
、
「
雲
林
院
御
堂
・
宝
塔
」
と
読
む
。

⑳
竹
内
理
三
「
御
願
寺
の
成
立
」
（
前
掲
）
、
大
江
篤
轟
新
儀
式
輪
の
御
願
寺
」

　
（
前
掲
）
等
。

⑳
　
C
に
あ
る
「
御
願
寺
」
は
、
太
上
天
皇
や
皇
后
等
の
御
願
寺
を
含
む
可
能
性
が
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あ
る
。
年
分
只
者
の
申
請
に
関
し
て
、
安
祥
寺
は
本
願
の
「
皇
太
后
宮
」
存
命
中

　
で
も
門
彼
寺
牒
」
に
よ
る
（
『
類
聚
三
代
格
㎏
貞
観
元
年
四
月
十
八
日
宮
符
）
が
、

　
浄
福
寺
は
「
中
宮
職
解
」
に
よ
る
（
同
書
寛
平
八
年
三
月
二
日
官
符
）
。

⑳
円
成
寺
は
、
宇
多
天
皇
が
宝
塔
を
建
立
し
コ
同
二
御
願
し
と
虫
張
す
る

　
（
槻
類
聚
三
代
格
臨
延
喜
六
年
九
月
十
九
日
重
出
）
。
十
世
紀
初
頭
に
は
、
天
皇
が

　
堂
塔
な
ど
一
部
を
造
営
し
た
寺
院
を
御
願
寺
と
明
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
可

　
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
表
一
で
、
天
安
寺
を
天
皇
建
立
以
外
の
御
願
寺
に
分
類
し

　
た
根
拠
は
明
新
儀
式
』
で
あ
る
。

幽
　
C
の
年
分
度
者
や
供
僧
の
設
遣
、
経
済
的
特
権
の
付
与
は
、
九
世
紀
末
以
降
に
、

　
御
願
寺
を
根
拠
に
主
張
し
た
特
権
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
九
世
紀
に
は

　
嵯
峨
太
皇
太
后
御
願
檀
林
寺
が
国
家
的
に
造
営
さ
れ
た
。
そ
の
後
『
新
儀
式
酬
編

　
纂
時
ま
で
の
間
は
明
確
な
類
例
が
無
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
の
太
上
天

　
皇
や
皇
盾
の
御
願
寺
が
、
「
通
称
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。

⑳
　
大
江
篤
「
『
新
儀
式
触
の
御
願
寺
」
（
前
掲
）
は
、
村
上
朝
に
編
纂
さ
れ
た
点
に

　
注
目
し
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
追
善
に
間
わ
る
寺
院
の
み
検
討
し
、
記
事
の
内
容

　
は
編
纂
時
点
の
状
況
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

⑳
　
　
『
門
葉
記
瞼
巻
第
；
一
四
寺
院
四
（
槻
大
正
薪
脩
大
蔵
経
輪
図
像
第
｝
二
巻
）
。

⑳
　
　
『
醍
醐
寺
要
害
邑
所
収
安
和
二
年
八
月
十
七
日
僧
綱
牒
（
前
掲
）
。
竹
内
氏
は
、

　
『
中
右
記
協
嘉
承
二
年
八
月
二
日
条
や
隅
仁
和
寺
母
堂
記
』
（
『
仁
和
寺
史
料
　
寺

　
誌
編
一
馳
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
｝
九
六
四
年
）
か
ら
、
蓮
台
寺
を
天
徳
四

　
年
（
九
六
〇
）
に
申
請
に
よ
る
御
願
寺
の
吐
下
と
す
る
が
、
御
願
寺
と
す
る
明
確

　
な
根
拠
は
な
い
。
四
本
朝
文
集
臨
巻
第
三
六
所
収
の
供
養
願
文
か
ら
は
、
少
な
く

　
と
も
天
徳
四
年
九
月
九
日
の
時
点
で
申
請
に
よ
る
御
願
寺
と
は
い
い
が
た
い
。

⑳
　
光
智
創
建
の
東
大
寺
尊
勝
院
は
、
応
和
皿
7
5
年
三
月
四
日
宮
符
で
「
為
贈
東
大
寺

　
一
院
一
書
二
智
行
僧
十
口
一
令
レ
修
二
　
御
願
し
こ
と
と
な
り
（
『
東
大
寺
続
要
録
』

　
諸
等
篇
）
、
「
尊
勝
之
勅
印
」
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
（
明
東
大
寺
尊
勝
院
院
主
次

　
一
面
短
大
臼
本
仏
教
中
震
臨
東
大
寺
叢
書
第
二
）
。
申
請
型
の
御
願
寺
の
よ
り
早
い

　
例
と
も
い
え
る
。

⑳
　
和
田
英
松
『
本
朝
書
籍
昌
録
塗
筆
臨
（
明
治
書
院
、
一
九
七
〇
年
、
原
著
一
九

　
三
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
新
儀
式
騙
の
記
事
で
最
も
新
し
い
の
は
応
和
三
年
三
月

　
の
雲
林
院
塔
会
食
楽
と
す
る
。

⑭
　
円
覚
寺
は
噸
臼
本
三
代
実
録
』
一
7
6
慶
五
年
三
月
十
三
日
条
、
禅
林
寺
は
同
轡
貞

　
観
五
年
九
月
六
日
条
、
円
成
寺
は
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
元
年
七
月
二
十
五
日
官

　
符
。
天
安
寺
は
明
確
な
史
料
は
な
い
。

⑳
　
　
噸
醍
醐
寺
要
脚
畠
所
収
延
喜
十
三
年
十
月
工
十
五
日
官
符
（
前
掲
）
、
『
日
本
紀

　
略
撫
承
平
四
年
十
月
十
日
条
。

⑳
　
天
皇
建
立
の
寺
院
で
な
い
に
も
開
わ
ら
ず
、
御
願
寺
官
符
の
な
い
寺
院
の
供
養

　
会
に
、
准
御
斎
会
寛
旨
が
下
る
こ
と
が
あ
る
。
御
願
寺
と
准
御
斎
会
宣
旨
の
関
係

　
は
別
に
論
じ
た
い
。

⑰
　
原
田
氏
が
、
御
願
毒
と
同
…
と
す
る
「
畿
内
的
定
額
寺
」
（
速
水
侑
「
定
額
寺

　
の
研
究
」
前
掲
）
の
内
実
は
、
実
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。
特
権
的
定
額

　
寺
と
す
れ
ば
、
よ
り
御
願
寺
と
近
い
概
念
と
な
る
。
そ
れ
で
も
、
海
印
寺
や
護
国
9

　
寺
、
金
勝
寺
等
を
御
願
寺
と
呼
ぶ
べ
き
か
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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第
二
章
　
御
願
寺
の
宗
教
的
機
能

（一

j
年
分
　
度
　
者

　
御
願
寺
を
機
能
に
よ
っ
て
分
類
し
得
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
御
願
」
の
用
例
と
し
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
露
分
度
者
の
設
置

を
検
討
し
た
い
。
そ
れ
は
、
『
新
儀
式
隔
に
も
記
載
さ
れ
る
御
願
寺
の
特
権
で
あ
っ
た
。
平
岡
定
海
氏
や
原
田
和
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

得
度
や
授
戒
等
の
日
が
、
天
皇
の
降
誕
日
や
忌
日
で
あ
る
場
合
、
年
分
度
者
を
与
え
ら
れ
た
寺
院
と
天
皇
個
人
と
の
繋
が
り
を
示
す
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
し
た
線
分
度
者
の
初
見
は
、
桓
武
天
皇
忌
日
に
得
度
す
る
延
暦
寺
の
天
台
宗
書
分
度
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
次
の
三
点
を

指
摘
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
第
一
に
、
日
本
で
天
皇
の
降
誕
日
が
問
題
と
な
る
の
は
、
光
仁
天
皇
の
天
長
節
を
初
見
と
す
る
。
池
田
温
氏
は
「
結
局
天
皇
誕
辰
の
節
日
は

光
仁
朝
の
数
年
だ
け
で
途
切
れ
て
し
ま
い
、
唐
の
よ
う
な
伝
統
と
な
ら
な
か
っ
た
」
と
論
じ
た
。
け
れ
ど
も
、
得
度
制
度
を
介
し
て
、
後
述
の

よ
う
に
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
末
ま
で
は
天
皇
の
降
誕
日
を
意
識
し
て
い
る
。
唐
で
も
、
降
誕
日
に
道
・
仏
の
論
議
や
設
斎
を
行
う
例
が
多
く

あ
り
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
ま
で
皇
帝
の
降
誕
日
は
正
式
な
節
日
と
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
年
分
癖
者
制
度
が
、
こ
れ
ら
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
天
皇
の
降
誕
日
に
得
度
等
を
行
う
呉
下
は
、
こ
れ
ま
で
後
述
す
る
仁
明
天
皇
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
代
前
の
淳
和
天
皇
の
可

能
性
が
あ
る
。
天
長
元
年
（
八
二
四
）
九
月
に
「
以
二
高
雄
寺
｝
為
一
定
額
一
井
定
二
得
度
経
野
宿
ご
と
す
る
中
に
「
勅
一
代
之
問
、
毎
年
聴
レ
度
二

　
③～

人
ご
と
あ
る
。
淳
和
天
皇
の
た
め
に
真
一
借
賃
僧
の
得
度
を
認
め
た
も
の
で
、
そ
の
降
誕
日
に
得
度
等
を
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
第
三
に
、
平
岡
氏
と
原
田
氏
は
、
尾
上
算
木
氏
の
研
究
に
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
尾
上
論
文
は
御
願
寺
の
専
論
で
は
な
い
が
、
得
度
等
の

日
が
降
誕
日
で
あ
る
場
合
、
当
該
天
皇
の
没
後
、
多
日
に
変
更
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
簡
潔
に
指
摘
し
て
い
る
。
金
剛
峯
寺
に
設
置
さ
れ
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⑤

た
真
言
宗
年
分
度
量
の
得
度
日
が
、
仁
明
天
皇
の
「
降
誕
之
日
辰
」
で
あ
り
、
没
後
忌
日
に
改
め
た
例
を
示
す
。
第
二
点
目
と
と
も
に
、
神
護

寺
や
金
剛
流
寺
を
初
期
御
願
善
と
位
置
づ
け
た
点
と
関
わ
る
。
空
海
が
、
東
大
寺
灌
頂
院
の
設
立
を
経
て
、
淳
和
天
皇
と
の
関
係
を
画
期
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
、
続
く
仁
明
天
皇
と
も
本
格
的
に
天
皇
と
の
関
係
を
切
り
結
び
、
圏
家
仏
教
の
中
枢
に
進
出
す
る
一
つ
の
契
機
で
も
あ
っ
た
。

　
以
下
、
尾
上
氏
の
指
摘
を
参
照
し
つ
つ
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
（
）
内
は
得
度
毛
蟹
が
降
誕
日
か
忌
日
か
を
示
す
。

　
　
　
⑦

文
徳
天
皇
と
延
暦
寺
（
降
誕
日
↓
忌
日
）
・
金
剛
峯
寺
（
降
誕
日
）
、
清
和
天
皇
と
貞
観
寺
（
降
誕
日
↓
忌
日
）
・
延
暦
寺
西
塔
宝
瞳
院
（
降
誕
日
）
、

書
成
天
皇
と
元
慶
寺
（
降
誕
日
）
、
光
孝
天
皇
と
仁
和
寺
（
忌
日
）
、
醍
醐
天
皇
と
勧
修
寺
（
降
誕
B
）
・
醍
醐
寺
（
忌
日
）
、
村
上
天
皇
と
延
暦
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

榜
厳
院
（
翠
蔓
）
、
一
条
天
皇
と
延
暦
寺
妙
香
院
（
降
誕
日
）
で
あ
る
。
最
後
の
妙
香
院
が
、
永
酢
二
年
（
九
九
〇
）
二
月
の
設
置
で
あ
り
、
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

く
と
も
十
世
紀
末
ま
で
は
実
施
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
寺
院
は
い
ず
れ
も
、
天
皇
や
皇
后
等
の
御
願
寺
で
あ
り
、
現
在
知
ら
れ
る
限
り
、
得
度
等
の
日
は
、
天
皇
と
関
わ
る
日
の
み
に
置

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
皇
の
息
災
や
延
命
等
を
目
的
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
忌
日
を
得
度
同
等
に
し
、
追
善
を
目
的
と
し
た

も
の
も
多
い
。
と
こ
ろ
で
、
降
誕
日
を
得
度
日
等
と
し
た
寺
院
と
、
当
初
よ
り
忌
日
を
得
度
日
等
と
す
る
寺
院
と
で
は
、
性
格
が
異
な
る
面
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
者
は
、
本
願
主
と
厳
器
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
が
多
い
。
空
海
と
両
天
皇
の
結
び
付
き
や
、
よ
り
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
清
和
天

皇
以
降
に
み
ら
れ
る
護
持
僧
と
天
皇
の
関
係
で
あ
る
。
貞
観
寺
の
撃
殺
や
延
暦
寺
の
恵
亮
、
元
慶
寺
の
遍
照
等
で
あ
り
、
誕
生
前
後
よ
り
仕
え

　
　
　
　
⑩

る
僧
も
多
い
。
平
岡
氏
は
、
年
号
御
願
寺
以
後
の
祈
願
型
を
検
討
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
詳
細
は
別
に
論
じ
た
い
が
、
十
世
紀
以
降
も
、
延

暦
寺
や
園
城
寺
の
諸
院
を
中
心
に
、
祈
願
型
の
御
願
寺
が
継
続
し
て
存
在
す
る
。
例
え
ば
朱
雀
天
皇
御
願
の
延
暦
寺
延
命
院
は
、
降
誕
の
時
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
奉
仕
す
る
尊
意
と
の
関
係
で
建
立
し
て
い
る
。
降
誕
の
時
よ
り
関
係
す
る
場
合
は
特
に
、
天
皇
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
母
后
や
外
戚
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

関
係
も
強
い
。
こ
れ
ら
の
寺
院
で
は
、
も
ち
ろ
ん
恒
常
的
あ
る
い
は
臨
時
的
に
天
皇
の
た
め
の
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
後
者
と
し
て
挙
が
る
仁
和
寺
や
醍
醐
寺
、
延
暦
寺
黒
黒
院
は
、
天
皇
の
忌
日
法
会
の
主
た
る
会
場
と
な
る
も
の
も
あ
り
、
前
者
と
比
べ
れ
ば
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追
善
の
場
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
次
に
そ
の
点
を
検
討
し
た
い
。

（
二
）
忌
日
御
斎
会
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天
皇
や
上
皇
の
七
七
日
や
一
周
忌
等
の
忌
日
法
会
の
会
場
の
性
格
に
つ
い
て
、
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
半
ば
ま
で
の
天
皇
や
皇
后
等
を
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
。
会
場
は
東
寺
・
西
寺
や
延
暦
寺
、
法
性
妻
等
、
山
陵
と
離
れ
た
寺
院
も
あ
る
。
会
場
に
よ
る
特
色
を
明
確
に
す
る
た
め
、
冷
泉
上
皇
七

七
B
御
斎
会
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
噸
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
十
二
月
七
日
条
で
は
、
冷
泉
上
皇
が
没
し
た
東
三
条
南
院
で
の
忌
日
御
斎
会
開
催
に
つ
い
て
、
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閑
〔
所
力
〕

上
卿
藤
原
公
任
が
先
例
を
調
べ
、
「
又
禁
中
外
猶
於
二
国
亘
被
レ
行
也
。
忍
事
本
院
一
言
レ
修
二
御
斎
会
ハ
無
二
先
例
一
云
々
。
」
と
し
て
い
る
。
同
じ

日
の
『
銘
記
』
の
記
事
に
も
、
「
公
家
被
レ
行
太
上
天
皇
七
々
御
斎
会
」
が
、
「
先
例
無
二
御
願
寺
院
一
之
時
於
臨
画
西
寺
｝
修
レ
之
。
今
度
於
二
本
院
一

被
レ
行
也
。
」
と
す
る
。
『
小
右
記
』
の
「
閑
所
」
を
「
御
願
寺
院
」
と
「
東
西
寺
」
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
時
「
無
二
先
例
一
」
と
さ
れ
た
「
本
院
」
で
の
開
催
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
院
は
「
終
焉
の
殿
舎
」
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
忌

日
法
会
の
開
催
場
所
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
冷
泉
上
皇
が
没
す
る
直
前
の
寛
弘
八
年
六
月
に
は
、
一
条
上
皇
も
没
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
の
七
七
日
法
並
等
は
、
「
本
院
」
の
一
条
院
で
行
わ
れ
て
い
る
。
本
院
で
の
忌
日
法
会
の
開
催
一
般
が
問
題
と
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
冷
泉

上
皇
の
場
合
、
「
御
斎
会
」
で
あ
っ
た
た
め
問
題
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遠
圓
し
に
な
る
が
、
冷
泉
上
皇
の
七
七
日
御
斎
会
の
具
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

様
子
か
ら
、
忌
日
御
斎
会
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
七
七
日
御
斎
会
準
備
の
た
め
に
、
行
事
上
卿
に
藤
原
公
任
が
任
命
さ
れ
、
諸
国
召
物
が
行
わ
れ
た
。
仏
画
・
経
典
等
は
行
事
所
が
調
え
て
い

る
。
花
遜
代
は
殿
上
侍
臣
が
、
堂
前
の
公
卿
座
と
な
る
畳
は
行
事
所
が
料
物
を
冷
泉
院
司
に
渡
し
、
院
司
が
調
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
行
事
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
中
心
と
な
っ
て
公
的
に
準
備
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
母
后
が
主
催
し
、
御
斎
会
や
准
御
斎
会
と
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
法
会
当
日
に
は
、
「
式
部
・
弾
正
」
の
座
が
設
け
ら
れ
、
当
初
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
官
人
達
は
把
笏
・
帯
剣
し
た
。
「
治
部
・
玄
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蕃
」
が
前
行
す
る
中
、
僧
侶
が
会
場
に
入
り
、
「
図
書
」
が
堂
童
子
の
大
夫
等
を
率
い
て
き
た
。
講
師
が
講
座
に
登
る
と
、
勅
使
が
講
師
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
来
て
、
諜
者
を
賜
う
旨
を
伝
え
て
い
る
。
官
人
の
参
加
や
賜
度
者
等
の
形
式
的
側
面
を
み
て
も
、
宮
中
御
斎
会
と
同
様
、
公
家
が
主
催
す
る

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

形
式
を
執
る
。
な
お
、
吉
田
一
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
御
斎
会
し
の
呼
称
は
、
忌
日
御
斎
会
が
最
も
古
く
、
七
世
紀
末
ま
で
遡
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ゆ
え
、
少
な
く
と
も
当
初
は
、
宮
中
御
斎
会
に
な
ら
っ
て
出
現
し
た
儀
式
で
は
な
い
。

　
次
に
、
忌
日
御
斎
会
の
対
象
者
を
検
討
す
る
。
十
世
紀
末
か
ら
十
～
世
紀
半
ば
の
間
で
、
忌
日
御
斎
会
実
施
は
、
円
融
法
皇
、
東
三
条
院
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

原
詮
子
、
冷
泉
上
皇
、
後
朱
雀
上
皇
で
確
認
で
き
る
。
他
に
も
多
く
の
天
皇
や
皇
后
の
死
没
者
が
い
る
が
、
例
え
ば
冷
泉
上
皇
は
、
時
の
三
条

天
皇
の
父
で
あ
っ
た
た
め
忌
日
御
斎
会
が
営
ま
れ
た
が
、
一
条
上
皇
は
兄
に
あ
た
る
た
め
忌
日
御
斎
会
と
な
ら
な
か
っ
た
。
同
時
期
の
諒
闇
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
、
現
天
皇
が
そ
の
父
母
の
死
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
。
諒
闇
に
な
る
と
、
天
皇
は
十
三
日
の
喪
と
一
年
の
心
喪
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
問

題
は
、
天
皇
の
父
母
で
あ
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。

　
十
世
紀
以
前
の
恩
日
御
斎
会
等
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
り
、
明
確
に
し
得
な
い
点
も
多
い
。
七
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
は
、
国
忌
が
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

則
す
べ
て
の
天
皇
や
皇
后
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
忌
日
法
会
も
御
斎
会
の
形
態
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
忌
の
設
置
に
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

化
が
始
ま
る
九
世
紀
以
降
に
な
っ
て
、
忌
日
御
斎
会
を
営
ま
な
い
上
皇
や
皇
太
后
等
が
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
諒
闇
の
場
合
は
よ
り
明
確
で
あ

る
。
九
世
紀
前
半
以
前
は
父
母
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
孝
謙
天
皇
の
時
の
祖
母
太
皇
太
后
藤
原
宮
子
、
嵯
峨
天
皇
の
時
の
兄

平
城
上
皇
、
仁
明
天
皇
の
時
の
叔
父
淳
和
上
皇
が
没
し
た
時
に
も
諒
闇
と
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
原
則
天
皇
の
父
母
で
な
け
れ
ば
、
諒
闇
と
な

　
　
　
　
　
⑳

ら
な
く
な
っ
た
。

　
忌
日
御
斎
会
と
は
つ
ま
り
、
天
皇
主
催
の
国
家
的
追
善
仏
事
で
あ
り
、
平
安
期
に
な
る
と
徐
々
に
対
象
者
は
、
天
皇
の
父
母
等
血
縁
に
よ
っ

て
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
冷
泉
上
皇
七
七
日
御
斎
会
の
開
催
場
所
を
め
ぐ
る
議
論
に
戻
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

　
第
～
に
、
『
小
右
記
』
で
い
う
「
禁
中
」
で
行
わ
れ
た
例
は
、
い
ず
れ
も
七
七
日
御
斎
会
で
あ
る
。
桓
武
天
皇
が
「
寝
殿
」
で
、
仁
明
天
皇
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
村
上
天
皇
が
清
涼
殿
で
行
っ
た
が
、
す
べ
て
在
位
中
の
天
皇
が
没
し
、
「
天
皇
の
死
」
と
し
て
喪
葬
が
な
さ
れ
た
ケ
ー
ス
に
他
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
『
権
記
』
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
忌
日
御
斎
会
は
「
御
願
寺
院
」
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
東
西
寺
」
で
の
開
催
を
原
則
と
す
る
。

国
忌
の
会
場
で
も
あ
る
東
寺
・
西
寺
で
の
忌
日
御
斎
会
開
催
は
、
次
の
三
例
が
あ
る
。
光
孝
天
皇
と
宇
多
法
皇
は
、
各
々
西
寺
と
東
寺
で
七
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

日
御
斎
会
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
后
藤
原
安
子
は
、
西
寺
で
「
准
御
斎
会
」
の
周
忌
法
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
以
後
の
開
催
例
は
な

く
、
冷
泉
上
皇
没
時
に
東
寺
・
西
寺
で
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
両
寺
の
宗
教
的
機
能
の
変
化
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
第
三
に
、
「
御
願
寺
院
」
で
あ
れ
ば
、
当
然
平
安
京
外
で
あ
っ
て
「
閑
所
」
で
も
あ
っ
た
。
第
一
の
「
禁
中
」
の
実
施
例
や
、
東
寺
・
西
寺

で
の
忌
日
御
斎
会
実
施
事
例
を
考
え
れ
ば
、
十
世
紀
後
半
を
最
後
に
、
平
安
京
内
で
の
新
置
の
国
家
的
追
善
仏
事
は
開
催
さ
れ
て
お
ら
ず
、
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

内
を
潭
る
意
識
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
皇
や
皇
后
等
と
し
て
没
し
た
人
物
を
対
象
と
し
た
東
寺
・
西
寺
で
の
国
忌
も
、
十
世
紀

後
半
を
最
後
に
実
質
的
に
新
置
を
し
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
第
四
に
、
寮
内
で
あ
る
「
本
院
」
だ
け
で
な
く
、
延
暦
寺
で
の
忌
日
法
会
も
、
原
則
忌
日
御
斎
会
で
は
な
い
。
相
対
的
に
「
私
的
仏
事
」
と

い
い
得
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
九
世
紀
に
み
ら
れ
た
寺
院
と
山
陵
と
の
近
接
す
る
関
係
は
、
十
世
紀
後
半
以
降
に
な
る
と
必
ず
し
も
近
接
し
な
い
例
が
現
わ
れ

る
。
九
世
紀
以
降
の
忌
日
御
斎
会
を
開
催
し
た
天
皇
・
上
皇
の
御
願
寺
を
例
示
す
れ
ば
、
檀
林
寺
（
嵯
峨
上
皇
）
、
嘉
祥
寺
（
仁
明
天
皇
）
、
双
丘

寺
（
天
安
寺
、
文
徳
天
皇
）
、
円
覚
寺
（
清
和
上
皇
）
、
仁
和
寺
（
光
孝
天
皇
）
、
醍
醐
寺
（
醍
醐
天
皇
）
、
雲
林
院
（
村
上
天
皇
）
、
円
融
寺
（
円
融
上
皇
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

妙
覚
寺
（
冷
泉
上
皇
）
、
円
教
寺
（
後
朱
雀
上
皇
）
に
な
る
。
村
上
天
皇
周
忌
御
斎
会
を
開
催
し
た
雲
林
院
や
、
冷
泉
上
皇
周
忌
御
斎
会
を
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

し
た
法
性
寺
に
あ
る
妙
覚
院
（
寺
）
は
山
陵
に
近
い
と
は
い
え
な
い
。
忌
日
御
斎
会
で
は
な
い
が
、
後
冷
泉
天
皇
一
周
忌
法
会
は
、
こ
れ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

陵
側
の
寺
院
に
移
築
さ
れ
て
い
た
天
皇
の
「
終
焉
の
殿
舎
」
を
法
成
寺
に
移
築
し
て
開
催
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
冷
泉
上
皇
遅
日
御
斎
会
が
、
法
性
寺
で
行
わ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
皇
后
等
と
し
て
は
、
仁
明
太
皇
太
后
藤
原
順
子
の
埋
葬
さ

れ
た
山
陵
は
、
安
祥
寺
に
近
接
す
る
。
忌
日
御
斎
会
で
は
な
い
が
、
宇
多
中
宮
藤
原
温
子
は
、
そ
の
山
陵
の
西
に
あ
る
極
楽
寺
で
七
七
日
法
会
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が
開
か
れ
、
冷
泉
太
皇
太
后
昌
子
内
親
王
は
岩
倉
観
音
院
に
埋
葬
後
、
同
所
で
七
七
日
法
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
村
上
天
皇
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
り
や
や
早
く
、
十
世
紀
後
半
以
降
の
藤
原
氏
出
身
の
皇
后
等
の
忌
日
御
斎
会
は
、
陵
墓
か
ら
離
れ
た
法
性
寺
等
の
氏
寺
で
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
冷
泉
上
皇
忌
日
御
斎
会
等
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
他
、
木
幡
の
藤
原
轟
々
墓
形
成
に
と
も
な
う
現
象
で
あ
っ
た
点
に
注

　
　
　
　
⑩

目
し
た
い
。
平
安
京
東
辺
の
摂
関
家
氏
寺
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

平安期の御願寺と天皇（堀）

　
第
一
に
、
御
願
寺
が
生
前
は
祈
願
を
、
没
後
は
追
善
を
行
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
初
期
御
願
寺
た
る
淳
和
天
皇
と
文

徳
天
皇
の
時
か
ら
、
祈
願
型
と
追
善
型
が
成
立
し
、
以
後
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
形
成
し
た
。
第
二
に
、
追
善
型
の
御
願
寺
が
山
陵
と
関
係
し
、

終
焉
の
場
所
も
移
建
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
祈
願
型
で
は
護
持
僧
の
日
常
的
な
守
護
と
一
体
で
あ
っ
た
。
御
願
寺
と
は
天
皇
の
身
体
と
関
連
す

る
。
第
三
に
、
恩
日
法
会
の
開
催
場
所
と
開
催
形
態
は
、
故
人
の
身
位
と
現
天
皇
と
故
人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
。
特
に
御
願
寺
が

忌
日
御
斎
会
の
主
要
な
会
場
で
あ
り
、
十
世
紀
後
半
を
境
に
変
化
す
る
平
安
京
を
中
心
と
し
た
国
家
的
喪
葬
構
造
の
一
翼
を
構
成
し
て
い
た
。

最
後
に
、
十
世
紀
後
半
か
ら
山
陵
と
御
願
寺
の
分
離
が
見
ら
れ
、
特
に
法
性
寺
・
法
成
寺
で
は
顕
著
に
表
出
し
て
い
た
。

①
池
園
温
「
天
長
節
管
見
」
（
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
遠
目
吉
揖
弘
文
館
、
二
〇

　
〇
二
年
、
初
見
一
九
八
七
年
）
。

②
池
雷
温
「
天
長
節
管
見
」
（
前
掲
）
、
穴
沢
彰
子
「
漕
代
皇
帝
生
誕
節
の
場
に
つ

　
い
て
の
一
考
察
－
門
楼
か
ら
寺
院
へ
一
」
（
『
都
市
文
化
研
究
軌
第
三
号
、
二

　
〇
〇
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
寺
院
や
宮
廷
で
仏
事
も
行
わ
れ
て
お
り
、
代
宗
（
在
位

　
七
六
二
～
七
八
○
）
か
ら
敬
宗
（
八
一
一
四
一
八
二
六
）
ま
で
は
正
式
の
節
日
で
な

　
か
っ
た
。

③
『
類
聚
国
史
臨
巻
一
八
○
、
仏
道
七
、
天
長
元
年
九
月
壬
申
条
。

④
尾
上
寛
仲
「
百
分
度
量
に
見
ら
れ
る
課
試
制
度
」
上
（
噸
日
本
仏
教
駄
第
八
号
、

　
一
九
⊥
ハ
○
年
）
。

⑤
『
類
聚
三
代
誌
略
仁
寿
三
年
四
月
十
七
日
官
符
、
『
日
本
三
代
実
録
㎞
元
慶
六

　
年
五
月
十
四
日
掛
等
。

⑥
拙
稿
門
空
海
一
鎮
護
国
家
・
国
王
護
持
の
密
教
者
一
」
（
近
刊
）
で
は
、

　
従
来
嵯
峨
天
皇
と
空
海
の
関
係
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
を
批
判
し
、
昭
和
天

　
皇
と
仁
明
天
皇
の
時
に
、
天
皇
と
の
関
係
を
軸
に
、
東
寺
や
神
護
寺
、
金
剛
峯
寺
、

　
真
言
院
、
内
裏
で
の
空
海
の
本
格
的
な
活
躍
が
始
ま
る
こ
と
を
論
じ
た
。

⑦
尾
上
氏
は
、
延
暦
寺
や
神
護
寺
の
得
度
日
四
月
三
日
が
、
文
徳
天
皇
降
誕
日
か

　
ど
う
か
慎
重
に
保
留
し
た
。
没
後
忌
日
に
変
更
し
て
お
り
、
他
の
例
か
ら
考
え
て
、

　
そ
の
降
誕
日
と
し
て
よ
い
（
明
類
聚
三
代
格
』
嘉
祥
三
年
十
二
月
十
四
日
官
符
、

　
仁
寿
三
年
四
月
十
七
日
富
符
、
貞
観
十
一
年
二
月
～
日
官
符
）
。

⑧
貞
観
寺
（
嘉
祥
寺
西
院
）
は
冒
本
三
代
実
録
蝕
天
安
三
年
三
月
十
九
日
条
、

　
貞
観
十
四
年
七
月
十
九
日
条
、
噸
類
聚
三
代
黒
革
元
慶
七
年
十
二
月
五
日
官
符
。
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延
暦
寺
西
塔
宝
糧
院
は
同
車
貞
観
元
年
八
月
二
十
八
日
官
符
。
元
慶
寺
は
『
日
本

　
三
代
実
録
徳
元
慶
元
年
十
二
月
九
日
条
。
仁
和
寺
は
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
二
年

　
十
」
月
二
十
三
巨
富
符
。
勧
修
寺
は
同
害
延
喜
五
年
九
月
二
十
～
日
面
符
。
醍
醐

　
寺
は
糊
醍
醐
寺
要
書
幅
承
平
元
年
六
月
三
日
宮
牒
（
前
掲
）
。
携
厳
三
昧
院
は

　
欄
門
葉
記
睡
巻
七
三
寺
院
三
所
収
康
保
五
年
正
月
二
十
八
日
官
諜
（
『
大
日
本
史

　
料
』
第
一
編
之
＝
一
、
一
六
七
～
一
七
〇
頁
）
。
延
暦
寺
妙
香
院
は
同
書
永
酢
二

　
年
二
月
十
四
日
官
牒
（
同
書
第
二
編
之
一
、
五
三
一
～
五
三
四
頁
）
。

⑨
得
度
日
等
不
明
の
安
祥
寺
（
隅
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
四
月
十
八
日
条
）

　
や
円
成
寺
（
隅
類
聚
三
代
格
抽
寛
平
二
年
十
一
月
二
十
三
日
官
符
）
、
浄
福
寺
（
同

　
書
寛
平
八
年
三
月
二
日
官
符
）
、
積
善
寺
（
「
諸
寺
最
初
晦
闇
梨
宮
田
」
永
酢
二
年

　
八
月
四
日
官
牒
前
掲
）
、
法
成
寺
（
『
小
右
記
睡
治
安
三
年
七
月
十
｝
日
取
）
等
か

　
ら
、
終
見
が
十
一
世
紀
前
半
ま
で
延
び
る
可
能
性
も
あ
る
。

⑩
　
竹
内
理
三
「
御
願
毒
の
成
立
」
（
前
掲
）
、
拙
稿
「
護
持
僧
と
天
皇
」
（
前
掲
）
。

⑪
『
尊
意
贈
僧
正
伝
誌
（
前
掲
）
等
。

⑫
貞
観
寺
（
嘉
祥
寺
西
院
）
（
『
日
本
三
代
実
録
馳
貞
観
　
兀
年
三
月
十
九
日
条
）
や

　
延
暦
寺
大
日
院
（
『
日
本
紀
略
輪
天
徳
四
年
四
月
九
日
条
等
）
の
例
等
。

⑬
と
り
あ
え
ず
古
瀬
奈
津
子
轟
国
忌
蝋
の
行
事
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
掲
載
表
を

　
参
照
さ
れ
た
い
。

⑭
『
権
記
協
寛
弘
八
年
八
月
二
日
条
、
十
一
日
条
等
。

⑮
　
『
西
宮
記
』
巻
～
二
太
上
天
皇
・
皇
祖
母
后
崩
は
、
冷
泉
上
皇
忌
B
御
斎
会
の

　
先
例
を
踏
ま
え
、
七
七
日
に
門
公
家
被
レ
修
二
御
斎
会
㎝
〈
或
於
二
本
院
｝
修
。
〉
扁
と

　
あ
る
。
　
周
忌
も
「
御
斎
会
」
と
す
る
。
〈
〉
内
は
割
悪
き
。
以
下
同
じ
。

⑯
『
御
堂
関
白
記
魎
寛
弘
八
年
十
～
月
五
B
条
、
『
権
記
臨
同
日
条
、
『
小
右
記
駈

　
同
月
十
八
日
条
。

⑰
　
皇
后
藤
原
悪
子
が
、
醍
醐
寺
で
設
け
た
醍
醐
太
上
天
皇
七
七
日
法
会
は
「
公
家

　
仰
二
所
司
｝
准
二
御
斎
会
P
供
奉
之
扁
と
し
た
（
『
醍
酬
寺
雑
寺
記
押
所
引
『
李
部
王

　
記
瞼
逸
文
延
長
八
年
十
一
月
十
五
B
条
『
群
書
類
従
駈
第
二
五
輯
）
。

⑱
実
資
は
「
御
斎
会
匪
把
笏
着
剣
者
也
扁
と
主
張
す
る
（
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年

　
十
二
月
七
日
条
）
。

⑲
『
小
右
記
臨
寛
弘
入
寮
十
二
月
七
日
条
、
岡
権
記
』
同
日
条
。

⑳
遠
藤
基
郎
「
御
斎
会
・
『
准
御
斎
会
撫
の
儀
礼
論
」
（
噸
歴
史
評
論
㎞
第
五
五
九

　
号
、
一
九
九
六
年
）
、
山
岸
常
人
「
法
勝
寺
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
1
僧
団
の
な

　
い
寺
院
一
」
（
『
中
世
寺
院
の
僧
団
・
法
会
・
文
書
転
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇

　
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
、
吉
江
崇
「
准
御
斎
会
『
成
立
』
の
歴
史
的
位
置
」

　
（
前
掲
）
、
告
井
幸
男
「
業
者
使
考
－
仏
事
に
見
る
宮
行
事
の
衰
頽
1
」

　
（
嘲
摂
関
期
貴
族
社
会
の
研
究
隔
意
勲
田
房
、
二
〇
〇
五
年
）
等
。

⑳
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
輪
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
九
五
年
、
初
出
【
九
九
三
年
）
。
正
月
の
宮
中
金
光
明
最
勝
会
を
御
斎
会
と
呼

　
ぶ
史
料
は
、
九
世
紀
以
降
に
み
ら
れ
る
。

⑫
　
　
『
小
右
記
齢
寛
弘
八
年
十
二
月
八
日
条
に
「
又
行
事
卿
尋
二
見
前
々
例
ハ
康
保

　
以
往
弾
正
不
レ
候
。
近
代
式
部
・
弾
正
金
気
。
働
依
　
　
所
レ
鶴
翼
」
と
あ
る
。
康

　
保
四
年
七
月
村
上
天
皇
七
七
日
御
斎
会
は
「
式
部
」
の
み
で
、
弾
正
台
の
参
加
は

　
確
認
で
き
な
い
（
『
西
富
記
漏
巻
一
二
）
。
『
本
朝
世
紀
幅
長
保
四
年
十
二
月
二
十

　
一
日
条
の
東
三
条
院
周
忌
御
斎
会
が
弾
正
台
参
繍
の
初
見
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
、

　
第
一
に
、
弾
正
台
不
参
加
の
形
式
は
国
忌
と
同
じ
で
あ
る
（
『
延
喜
並
幅
巻
一
八
）
。

　
仁
和
寺
で
の
光
孝
天
皇
周
忌
御
斎
会
も
「
二
二
国
忌
悪
例
篇
（
『
日
本
紀
略
輪
仁
和

　
四
年
八
月
十
七
日
条
）
と
す
る
。
な
お
、
『
江
家
次
第
』
巻
第
三
、
国
忌
の
「
弾

　
正
近
例
不
レ
参
云
扁
は
後
考
を
挨
つ
。
第
一
一
に
、
十
世
紀
宋
か
ら
十
一
世
紀
初
め

　
に
、
弾
正
台
の
参
繍
が
始
ま
る
の
は
、
富
中
御
斎
会
の
形
態
（
『
貞
観
儀
式
臨
巻

　
第
五
）
に
従
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
准
御
斎
会
の
寺
院
供
養
会
で
の
式
部
・
弾
正

　
参
加
の
初
見
は
、
寛
弘
二
年
十
月
十
九
日
の
浄
妙
寺
供
養
会
（
『
小
右
記
謡
『
御
堂

　
関
自
記
撫
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
天
元
六
年
の
准
御
斎
会
円
融
寺
供
養
は
、
会

　
場
の
狭
さ
が
原
因
か
不
明
だ
が
、
式
部
・
弾
正
が
不
参
加
（
『
小
右
記
隔
治
安
二

　
年
十
月
十
三
日
粂
、
『
定
家
記
鰍
天
喜
元
年
二
月
十
四
日
粂
等
）
で
あ
り
、
そ
れ
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平安期の御願毒と天皇（堀）

　
が
先
例
と
し
た
応
和
三
年
の
雲
林
院
塔
供
養
会
（
吉
江
崇
「
准
御
斎
会
『
成
立
臨

　
の
歴
史
的
位
讃
」
前
掲
）
も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
十
一
世
紀
初
め

　
に
お
け
る
宮
中
御
斎
会
の
規
範
化
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
な
ら
、
国
家
的
喪
葬
儀
礼

　
等
の
変
質
と
連
動
す
る
。

⑳
　
円
融
法
皇
七
七
日
准
御
斎
会
と
周
忌
御
斎
会
（
『
小
記
陽
録
隔
第
二
〇
院
宮
凶

　
事
ず
、
　
正
価
二
年
閏
～
一
月
二
十
二
［
口
証
、
　
同
一
二
年
二
月
⊥
ハ
ロ
ロ
条
虫
）
、
両
果
一
二
条
院
曲
謄

　
原
詮
子
七
七
日
御
斎
会
と
周
忌
御
斎
会
趣
権
記
臨
長
保
四
年
二
月
七
目
条
、
『
本

　
朝
世
紀
輪
長
保
四
年
十
二
月
二
十
…
日
田
）
、
冷
泉
上
皇
七
七
日
御
斎
会
と
周
忌

　
御
斎
会
（
四
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
十
月
六
日
条
等
）
、
後
朱
雀
上
皇
七
七
日
御

　
斎
会
（
㎎
扶
桑
略
記
』
寛
徳
工
年
二
月
二
十
七
日
条
）
。

⑳
　
　
『
西
宮
記
隔
巻
一
二
に
「
諒
闇
〈
謂
天
子
遭
二
父
母
喪
［
（
後
略
）
〉
」
と
あ
る
。

㊧
　
稲
田
奈
津
子
「
奈
良
時
代
の
忌
日
法
会
一
光
明
皇
太
后
の
装
束
忌
日
御
斎
会

　
司
を
中
心
に
一
」
（
『
正
倉
院
文
香
論
集
匝
青
史
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
二

　
〇
〇
四
年
）
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
装
束
忌
日
御
斎
会
駕
」
等
が
元
正
太
上
天
皇
、

　
光
明
皇
太
盾
、
中
宮
高
野
新
鉱
、
桓
武
天
皇
、
仁
明
天
皇
等
で
見
ら
れ
る
。

⑳
　
十
琶
紀
の
父
母
以
外
の
忌
日
御
斎
会
・
准
御
斎
会
の
例
は
、
朱
雀
天
皇
の
祖
父

　
宇
多
法
皇
（
四
日
本
紀
略
』
承
平
元
年
九
月
八
尋
条
）
、
村
上
皇
后
藤
原
安
子
（
同

　
書
康
保
二
年
四
月
二
十
七
日
条
）
、
円
融
皇
后
藤
原
娘
子
（
『
叢
記
目
録
隔
第
二
〇

　
講
説
凶
事
、
天
元
三
年
五
月
二
十
八
日
条
）
が
あ
る
。

⑳
　
　
臓
器
日
本
紀
隔
天
平
勝
宝
七
年
正
月
擬
餌
、
『
日
本
紀
略
』
天
長
二
年
正
月
庚

　
申
条
、
隅
続
日
本
後
紀
嚇
承
和
七
年
九
月
辛
巳
条
等
。
増
園
美
子
「
平
安
時
代
の

　
喪
服
i
諒
闇
装
束
を
中
心
に
一
」
（
『
日
本
家
政
学
会
誌
輪
第
五
二
巻
第
｝
○

　
号
、
二
〇
〇
㎜
）
は
、
仁
明
天
皇
が
淳
和
天
皇
の
「
皇
太
子
漏
で
あ
っ
た
た
め
等

　
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑳
　
古
瀬
奈
津
子
轟
国
忌
』
の
行
事
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
は
、
天
皇
の
父
母
の
思

　
日
に
行
う
門
天
皇
御
前
の
儀
」
が
、
本
来
私
的
な
行
事
だ
が
、
公
卿
・
殿
上
人
ら

　
の
参
列
す
る
宮
廷
行
事
に
な
る
と
論
じ
る
。

⑲
　
　
『
日
本
後
紀
鋤
大
岡
元
年
五
月
己
巳
条
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
輪
嘉
祥
三
年

　
五
月
丙
戌
条
、
凹
日
本
紀
嚢
胚
康
保
四
年
七
月
十
四
B
条
。
村
上
天
皇
は
、
母
后

　
藤
原
扇
子
周
忌
に
弘
徽
殿
で
法
華
八
講
を
修
し
た
（
『
扶
桑
略
記
臨
天
暦
九
年
正

　
月
四
日
条
）
。

⑳
　
拙
稿
「
天
皇
の
死
の
歴
史
的
位
置
」
（
前
掲
）
。

⑳
『
日
本
紀
略
睡
仁
和
三
年
十
月
十
瞬
二
条
、
承
平
元
年
九
月
八
日
条
、
康
保
二

　
年
四
月
二
十
七
日
条
。
宇
多
法
皇
の
七
七
日
御
斎
会
は
、
『
日
本
誌
略
臨
は
「
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ピ

　
大
寺
」
と
し
、
魍
貞
信
公
記
輪
嗣
掃
墨
で
は
門
法
皇
七
日
御
母
経
修
二
東
寺
4
有
二

　
内
裏
御
霊
経
一
」
と
す
る
。
な
お
、
光
孝
天
皇
の
西
寺
の
例
は
、
『
大
日
本
史
料
』

　
第
一
編
之
｝
（
一
一
一
三
頁
）
は
「
仁
和
寺
扁
と
傍
注
を
付
け
る
。

㊧
　
拙
稿
「
死
へ
の
ま
な
ざ
し
一
死
体
・
出
家
・
た
だ
人
1
」
（
『
日
本
史
研

　
究
臨
四
三
九
号
、
｝
九
九
九
年
）
。

⑬
　
醍
醐
皇
后
藤
原
穏
子
は
、
醍
醐
｝
周
忌
に
西
塔
院
で
「
先
帝
御
願
一
切
経
」
を

　
供
養
し
た
（
『
貞
信
公
記
』
承
平
元
年
九
月
十
六
日
条
播
）
。
村
上
天
皇
｝
周
忌
に

　
は
、
御
願
寺
の
大
日
院
で
法
会
が
開
か
れ
、
藤
原
師
中
等
が
参
加
し
た
（
蝋
日
本

　
紀
略
隔
康
保
五
年
五
月
二
十
五
日
前
）
。

⑭
　
　
魍
続
日
本
後
目
協
承
和
九
年
九
月
紫
黒
条
、
叫
日
本
文
徳
天
皇
実
録
輪
仁
寿
元

　
年
三
月
壬
赤
条
、
『
日
本
三
代
実
録
輪
貞
観
元
年
八
月
二
十
七
日
条
、
同
書
元
慶

　
五
年
十
二
月
圏
日
条
、
隅
日
本
紀
日
輪
仁
和
四
年
八
月
十
七
一
条
、
隅
醍
醐
寺
雑
事

　
濃
州
導
引
李
部
王
記
逸
文
延
長
九
年
九
月
二
十
四
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
康
保
五

　
年
五
月
二
十
日
条
。
他
は
、
注
⑰
・
⑬
参
照
。

⑮
　
　
「
法
性
寺
妙
覚
院
」
（
保
安
元
年
「
摂
津
国
正
絶
壁
案
偏
欄
平
安
遺
文
隔
補
四
五

　
等
）
。

⑳
　
村
上
天
皇
の
山
陵
は
、
没
後
六
年
経
っ
た
天
禄
四
年
十
月
に
、
仁
和
寺
の
管
轄

　
と
な
っ
た
（
「
仁
和
異
文
飛
鼠
三
、
『
大
日
本
史
料
鰍
第
一
編
之
一
四
、
三
二
七
・

　
三
二
八
頁
。
ま
た
、
『
小
右
記
』
永
観
二
年
十
月
二
十
七
B
条
参
照
）
。
冷
泉
上
皇

　
の
場
合
、
没
後
四
年
し
て
か
ら
「
御
霊
」
の
求
め
に
よ
り
、
山
陵
に
三
昧
堂
が
建
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立
さ
れ
た
（
『
小
右
記
撫
長
和
四
年
閏
六
月
｝
日
脚
）
。

⑳
　
　
欄
中
右
記
腫
大
治
五
年
七
月
二
日
条
。

⑳
　
　
『
延
喜
式
臨
巻
一
二
、
『
権
記
』
長
保
元
年
十
二
月
五
日
条
、
『
日
本
紀
略
臨
長

　
保
元
年
十
二
月
五
日
条
、
『
小
記
目
録
』
第
二
〇
院
宮
凶
事
、
長
保
二
年
正
月
十

　
九
日
条
、
及
び
山
田
邦
和
「
太
皇
太
后
藤
原
順
子
の
後
山
階
陵
扁
（
『
皇
太
后
の
康

　
寺
－
山
科
安
祥
寺
の
創
建
と
古
代
山
林
寺
院
一
駈
柳
原
出
版
、
二
〇
〇
七

　
年
）
等
参
照
。
な
お
、
醍
醐
寺
と
安
祥
寺
は
、
寺
院
が
上
・
下
に
分
か
れ
て
お
り
、

　
祈
願
と
追
善
の
役
割
分
担
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

⑲
　
藤
原
隠
子
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
第
一
四
、
天
暦
八
年
三
月
二
十
日
村
上
天
皇
母

　
后
珊
九
日
御
願
昇
等
）
や
藤
原
安
子
（
注
⑳
参
照
）
等
。

⑳
上
島
草
「
〈
王
〉
の
死
と
葬
送
扁
（
前
掲
）
は
、
十
　
世
紀
に
御
願
寺
が
山
陵
の

　
側
に
あ
っ
て
も
管
理
し
な
い
例
を
指
標
と
す
る
。
よ
り
明
確
な
画
期
は
十
世
紀
後

　
半
に
藤
原
氏
出
身
の
皇
后
等
が
先
行
す
る
。
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第
三
章
　
天
皇
の
宗
教
的
権
威
の
変
転

（一

j
　
年
号
御
願
寺
と
祥
瑞

　
年
号
御
願
寺
と
は
、
寺
号
を
年
号
と
す
る
延
暦
寺
・
嘉
祥
寺
・
天
安
寺
・
貞
観
寺
・
元
慶
寺
・
仁
和
寺
の
六
書
を
指
す
。
先
の
宗
教
的
機
能

を
参
照
し
つ
つ
そ
の
概
略
を
述
べ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
延
暦
寺
は
、
元
は
比
叡
山
寺
と
い
い
、
桓
武
天
皇
や
最
澄
の
没
し
た
後
の
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
二
月
に
、
延
暦
寺
と
寺
号
を
変
え
た
。

や
や
特
殊
な
延
暦
寺
の
他
は
、
明
確
に
二
類
型
に
当
て
は
ま
る
。
追
善
型
は
次
の
三
ケ
寺
に
な
る
。
嘉
祥
寺
は
、
先
述
の
よ
う
に
仁
明
天
皇
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
、
そ
の
山
陵
の
側
に
文
徳
天
皇
が
建
立
し
た
。
天
安
寺
は
、
清
原
夏
野
の
山
荘
を
双
霊
寺
と
し
た
も
の
で
、
文
徳
天
皇
陵
に
近
接
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

仁
和
寺
は
、
光
孝
天
皇
御
願
と
し
て
宇
多
天
皇
が
建
立
し
た
寺
院
で
、
光
孝
天
皇
陵
に
近
接
し
た
寺
院
で
あ
る
。
祈
願
型
と
し
て
は
、
貞
観
寺

と
元
慶
寺
が
あ
り
、
清
和
天
皇
と
陽
成
天
皇
の
御
願
寺
で
、
い
ず
れ
も
そ
の
在
位
中
に
定
額
寺
と
な
っ
た
。
平
岡
定
海
氏
は
、
年
号
御
願
寺
を

九
世
紀
御
願
寺
の
特
色
と
し
た
が
、
仁
明
天
皇
か
ら
光
孝
天
皇
ま
で
五
代
続
け
て
存
在
す
る
点
で
、
確
か
に
年
号
御
願
寺
の
時
代
と
も
呼
ぶ
べ

き
様
相
を
呈
す
る
。
な
ぜ
、
九
世
紀
に
だ
け
出
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、
改
元
理
由
か
ら
み
た
大
宝
以
降
の
年
暑
の
特
色
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
従
い
確
認
す
る
。
祥
瑞
出
現
を
理
由
と
し
た
改
元
が
、
八

世
紀
か
ら
九
世
紀
後
半
ま
で
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
八
世
紀
來
以
降
に
な
る
と
、
天
皇
の
代
始
に
よ
る
改
元
が
現
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

以
降
に
な
る
と
災
異
や
辛
苦
革
命
・
甲
子
革
令
に
よ
る
改
元
が
明
確
に
現
わ
れ
る
。
御
願
寺
に
付
け
ら
れ
た
年
号
の
う
ち
、
延
暦
、
貞
観
、
仁

和
が
代
始
改
元
で
あ
り
、
嘉
祥
、
天
安
、
元
慶
は
祥
瑞
改
元
で
あ
る
。
改
元
理
由
の
大
き
く
変
化
す
る
十
世
紀
以
降
に
、
年
号
御
願
寺
が
出
現

し
な
く
な
る
こ
と
は
、
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
そ
も
そ
も
祥
瑞
と
は
、
日
本
の
場
合
、
天
皇
の
徳
治
等
に
感
応
し
て
天
神
地
祇
や
祖
先
霊
が
、
白
鹿
や
慶
雲
、
木
連
理
等
を
出
現
さ
せ
た
も

　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
⑥

の
で
あ
る
。
清
水
潔
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
平
安
期
の
祥
瑞
改
元
の
時
に
は
、
山
陵
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
～
々
例
示
し
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

祥
瑞
出
現
そ
の
も
の
も
、
十
～
世
紀
初
頭
を
境
に
大
幅
に
減
退
し
て
い
る
。
年
号
御
願
寺
と
は
、
祥
瑞
が
ま
だ
多
く
出
現
し
、
祥
瑞
と
年
号
と

の
関
係
が
失
わ
れ
て
い
な
い
時
期
に
建
立
さ
れ
た
御
願
寺
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
「
天
皇
の
死
」
の
変
化
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
追
善
型
の
年
号
御
願
寺
と
関
係
す
る
仁
明
天
皇
、
文
徳
天
皇
、
光
孝

天
皇
の
三
陵
は
、
年
号
御
願
寺
の
時
代
に
お
け
る
す
べ
て
の
在
位
申
の
死
の
例
で
あ
る
。
死
後
も
天
皇
と
な
る
人
物
で
あ
り
、
山
陵
も
設
置
さ

れ
て
い
た
。
死
し
て
も
な
お
天
皇
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
死
後
も
そ
の
徳
治
を
示
す
寺
号
が
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
号
そ
の
も
の
が
、

天
皇
や
そ
の
治
世
を
表
象
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
他
方
で
、
祈
願
型
の
貞
観
寺
と
元
慶
寺
と
関
係
す
る
清
和
天
皇
と
陽
成
天
皇
の
忌
日
法
会
の
場
は
、
年
号
を
寺
号
と
し
な
い
清
和
太
上
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

死
没
所
た
る
円
覚
寺
で
あ
っ
た
。
生
前
に
年
号
御
願
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
制
約
が
原
因
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
た
だ
人
」
た
る
太
上
天
皇

と
し
て
死
を
迎
え
た
二
人
が
、
没
後
に
天
皇
を
表
象
す
る
年
号
御
願
寺
近
辺
へ
の
埋
葬
を
忌
避
し
た
可
能
性
を
推
測
す
る
。

（
二
）
　
山
陵
臨
時
奉
幣
の
変
化

年
号
御
願
寺
の
消
滅
の
背
景
に
は
、
年
号
の
変
質
だ
け
で
は
な
い
。
祥
瑞
を
出
す
山
陵
そ
の
も
の
も
変
化
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
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表2　災害・政変等における山陵臨時奉幣一覧（12世紀初めまで）

年号 西暦 月日 目的・原因 禺典

文武2年 698 1月19B 献新羅貢物 続日本紀

神亀5年 728 8月23日 病（皇太子某王） 続曄本紀

天平2年 730 9月25日 献渤海郡信物 続日本紀

天平17年 745 5月11日 地震力 続日本紀

天平勝宝4年 752 閏3月28日 軽羅王子来朝 皿鉢本紀

天平勝宝6年 754 3月10日 奉唐国除物 日日本紀

天平勝宝7歳 755 10月21日 病（聖武太上天皇） 続日本紀

延暦！2年 793 3月25日 遷都 日本紀略

延暦ユ3年 794 1月16B 征夷 日本紀略

延暦24年 805 7月27日 献唐国物 B本平織

大同2年 807 1月17日 献唐国信物 日本紀略

大同2年 807 11月11日 廃親王等（伊予親王・藤原吉子） 日本単機

大同5年 810 9月10日 解窟・左遷等（藤原仲成・薬子） 旨本平鮒

弘仁9年 818 4月26日 祈雨 日本紀略

弘仁10年 819 7月17日 祈雨 日本紀略

天長2年 825 閏7月4日 神霊池枯渇 日本紀略

天長5年 828 8月18日 天地変異 目本紀略・類聚国史巻ユ1

承和3年 836 5月22日 為遣唐使 続日本後紀

承和6年 839 12月13日 奉唐物 続日本後紀＊1

承和6年 839 12月22日 奉唐物 続日本後紀＊2

承和8年 841 5月3日 神霊池枯渇等旱疫・兵事の予兆 続日本後紀

嘉祥3年 850 2月7目 御母（仁明天皇） 続日本後紀

貞観7年 865 2月17日 神霊池沸騰・予防災害 三代実録

貞観12年 870 2月15日 禦新羅憲賊 三代実録

寛平3年 891 6月16日 祈雨 日本紀和

寛平6年 894 4月22目 討新羅賊力 目本紀略

寛平6年 894 9月23日 新羅凶賊来侵 西宮記

昌泰4年 901 2月5日 左遷（菅原道真） 日本紀和

延喜2年 902 6月17日 祈雨 日本紀略・扶桑略記裏書

延喜8年 908 7月26日 祈禰 沿本紀略

延喜8年 908 8月2目 蝦蟹 貞信公記

延喜22年 922 8月5日 祈雨 扶桑略記裏書

天慶3年 940 1月ユ9日 東西兵乱 師守記貞和3．ユ2．17
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平安期の御願寺と天皇（堀）

天慶3年 940 1月24臼 東西兵乱力＊3
貞信公記・

t守記貞和3．12．17

天暦2年 948 5月11日 祈雨 日本紀略・貞信公記・北山抄

天徳4年 960 7月26日 炎早 日本紀略

応和元年 961 8月24目 縣雨 日本紀略

安和2年 969 4月17日 謀反 日本紀略

天延3年 975 7月ユ6日 天変（彗星）カ
日本紀略・

R塊記治承2．1．7．

寛和2年 986 6月27日 銭貨流通祈祷 本朝世紀同年6．16．

正暦2年 991 6月27日 祈雨 日本垂髪

正暦4年 993 6月13日 御負（疾疫力） 日本紀田各・ノ」、右言己同年6．12．

正暦5年 994 5月3日 疫癌 日本紀略・本朝世紀

正暦5年 994 10月16日 病難 日本紀略

長徳元年 995 ユ2月ユ3日 雷鳴力 日本紀略・編年小記目録

長徳2年 996 5月2ユ日 左遷（藤原伊周・隆家） 日本紀略・小右記

『続日本後紀』天長10年12月に重出する。

『貞信公誠は二陵に崇の可能性あり巡検，二曲に東西兵乱の報告とする。

で
、
山
陵
等
へ
の
臨
時
奉
幣
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
明
確
に
分
類
で
き
な
い
面
も
あ
る
が
、
田
中
聡
氏
に
よ
る
分
析

を
参
照
し
つ
つ
、
便
宜
上
山
陵
臨
時
奉
幣
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と

と
す
る
。
一
つ
は
、
特
定
の
山
陵
（
祖
先
霊
）
に
関
わ
る
事
件
に

対
し
て
、
個
別
に
山
陵
奉
幣
を
す
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山

陵
で
の
失
火
や
樹
木
伐
採
等
を
原
因
と
し
て
鈍
る
山
陵
や
、
東
大

寺
の
焼
亡
等
に
お
い
て
建
立
し
た
聖
武
天
皇
の
山
陵
に
対
し
て
、

陳
謝
・
報
告
の
た
め
の
奉
幣
が
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
形
態
は
、
お
お
む
ね
平
安
期
を
通
じ
て
継
続
し
て
実
施
さ

　
　
　
⑪

れ
て
い
る
。

む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
祈
願
や
皇
位
継
承
儀
礼
な

ど
で
の
報
告
を
目
的
と
し
た
、
も
う
一
つ
の
分
類
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
複
数
の
山
陵
へ
～
括
し
て
奉
幣
す
る
事
が
多
い
。
災
害
や

政
変
等
に
お
け
る
場
合
（
表
二
）
と
、
皇
位
継
承
儀
礼
に
関
わ
る

場
合
（
表
三
）
に
分
け
て
表
を
作
成
し
た
。
表
は
、
十
二
世
紀
初

頭
ま
で
を
範
囲
と
し
て
お
り
、
対
象
と
な
っ
た
山
陵
の
名
称
は
割

　
　
　
　
愛
し
て
い
る
。
な
お
、
具
体
的
な
内
容
の
記
載
が
な
く
、
崇
か
否

　
吻

　
　
　
　
か
判
断
が
困
難
な
も
の
が
あ
っ
た
点
も
留
意
さ
れ
た
い
。

注
組
紹

　
　
　
　
　
先
に
、
表
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
採
録
し
た
項
目
は
、
外
交
関
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表3　皇位継承に関係する山陵時臨奉幣一覧（12世紀初めまで）

年号 西暦 月日 目的・原因 記号 対象人物 出典

天平元年 729 8月5日 改元（天平） 口 二日本紀

延暦4年 785 ユ0月8日 廃太子 早良親王 二日本紀

弘仁14年 823 4月25日 即位・立太子 △ 淳和天皇・正良親王 日本紀略

天長10年 833 3月5日 即位・立太子 △ 仁明天皇・恒貞親王 続日本後帯

承和9年 842 7月24日 廃太子 恒貞親王 続日本後脚

承和9年 842 8月4日 廃太子・立太子 恒貞二三E・凹凹親王 続日本後置

嘉祥元年 848 7月19日 賀瑞 目 続日本後脚

嘉祥3年 850 4月16日 即位 △ 文徳天皇 文徳実録

嘉祥3年 850 10月5日 第二 □ 文徳実録

嘉祥3年 850 11月30日 立太子 惟仁親王 文徳実録

斉衡元年 854 12月3日 改元（斉衡） □ 文徳実録

天安元年 857 2月21日 改元（天安） 〔］ 文徳実録

天安2年 858 11月5日 即位 △ 清和天皇 三代実録

貞観11年 869 3月27目 立太子 貞明親王 三代実録

貞観18年 876 ユ2月29陰 即位 △ 陽成天皇 三代実録

元慶元年 877 6月28日 改元（元慶） ［コ 王代実録

元慶5年 881 ユ2月27日 元羅 陽成天皇 王代実録

元慶8年 884 2月21日 即位 △ 光孝天皇 三代実録

寛平5年 893 4月10日 立太子 敦仁親ヨ三 B本紀略

寛平8年 896 9月24日 廃皇太后 藤原高子 西宮記

寛平9年 897 8月8日 立盾 ☆ 藤原温子 日本紀略・西宮記

延喜元年 90！ 9月26日 改元（延喜） 日 日本紀略

延喜4年 904 2月ユ7日 立太子 崇象親王 西宮記

延長3年 925 11月8日 立太子 覧明親王 貞信公記・西宮記

延長8年 930 U月18日 即位 △ 朱雀天皇 北山抄

承平6年 936 12月27日 元服 朱雀天皇 西宮記・江家次第

天慶9年 946 4月ユ6日 譲位 朱雀天皇 西宮記

天慶9年 946 4月26日 即位 △ 村上天皇 即位部類記＊1

天暦4年 950 6月28日 立太子 憲等親ヨ三 日本紀略・九暦逸文

天暦4年 950 8月9日 立太子 憲平親王 九暦逸文同年7，30．

天徳2年 958 12月26日 立后 藤原安子 日本紀略

康保4年 967 玉0月5日 即位 △ 冷泉天皇
日本紀略・北山抄・

{朝世紀
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平安期の御願寺と天皇（堀）

安和2年 969 9月22日 即位・立太子 △ 円融天皇・師貞親王
日本紀略・即位雑例

�X兼日＊2

天禄2年 97ユ ！2月25日 元服 円融天皇 日本紀略・西宮記

天元5年 982 ＊6月26田 立后 ☆ 中宮遵子 小右記

永観2年 984 10月4日 即位 △ 花山天皇 日本紀略

寛和2年 986 7月17日 即位力 △ 一条天皇 日本凹凹

永酢元年 989 12月27日 元服 一条天皇 西宮記・江家次第

正暦元年 990 12月19日 立后 ☆ 藤原定子 小右記同年12．18

ｰ弘8年 P011 P0月22日 ｦ位 ｢

藤原彰子一　　一　　　一　　髄　　髄　　一　　　幽　　　一　　曽　　一　　　　　一　　噌　　卑　　甲　　　一

O条天皇

権記P　　　隔　　　用　　　扁　　　　需　　　麗　　　冊　　　一　　　　一　　　一　　　一　　　圏　　　　幽　　　讐　　　凹

坙{野山・権記同年
P0．19

長和5年 1016 5月17日 即位 A 後一条天皇
小右記・御堂関白
L・左経記

寛仁元年 1017 10月26日 立太子 敦明親王 左経記・立坊部類記

寛仁元年 1017 12月19日 元服 後一条天皇
小右記・左経記・江

ﾆ次第

長元9年 ユ036 8月22日 即位 A 後朱雀天皇 範国記

長暦元年 1037 立太子 親仁親王 土右記治暦5．5．21．

寛徳2年 ！045 5月29日 即位 A 後冷泉天皇 御即位条々勘例

治暦4年 1068 8月12日 即位 A 二三条天皇 本朝世紀

延久元年 ユ069 ＊5月21日 立太子 貞仁親王 土右記治暦5．5．21．

延久5年 1073 2月18日 即位 △ 白河天皇 御即位条々勘例

応徳4年 玉087 2月29日 即位 ム 堀河天皇 御即位条々嘉例

寛治2年 1088 12月19日 元服 堀河天皇
江家次第・後二条師

ﾊ記

康和5年 ユ103 8月6B 立太子 凹凹親王 為房卿記

康和5年 1ユ03 10月25日 立太子 由仁親王
中右記・一軸・本朝

i紀

嘉承3年 1108 2月22日 即位 企 鳥羽天皇
中右記・朝野群載・

ｦ位雑例条々二日＊3

天永3年 1112 ！2月ユ6日 元服 鳥羽天皇 申右記

凡例

△は即位前に艮1陵臨時奉撃脊派遣，Aは即位後の派遣

☆立后に関する山陵臨時泰幣

0改元に関する山陵臨時奉幣
月日欄の＊は，奉幣派遣のEが不明のため，定等の日を入れたもの。

注

＊1『大日本史料』1編之8（624－625頁）
＊2『大日本史料』1編之13（23頁）

＊3匿大日本史料』3編之10（91～92頁）
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連
や
祈
雨
・
止
雨
等
天
変
災
異
、
政
争
・
内
下
等
で
あ
る
。
例
え
ば
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
七
月
に
は
、
「
依
二
炎
皐
」
天
智
・
桓
武
・
仁

明
・
光
孝
・
醍
醐
の
五
陵
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
五
月
に
は
、
藤
原
伊
斎
言
の
左
遷
を
告
げ
る
た
め
、
天
智
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

桓
武
・
醍
醐
・
光
孝
・
村
上
・
円
融
の
六
陵
に
派
遣
さ
れ
た
。

　
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
徳
二
年
の
藤
原
伊
周
左
遷
を
最
後
に
、
こ
の
類
型
の
山
陵
奉
幣
は
、
少
な
く
と
も
十
二
世
紀
初
頭
ま
で
は
見

　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
れ
な
い
。
藪
元
込
氏
は
、
祈
雨
・
総
皮
に
よ
る
山
陵
奉
幣
が
、
十
世
紀
末
を
最
後
に
な
く
な
る
点
を
指
摘
す
る
。
け
れ
ど
も
、
他
の
山
陵
臨

時
奉
幣
と
も
関
係
す
る
現
象
で
あ
っ
た
。
念
の
た
め
付
け
加
え
れ
ば
、
皐
魑
等
は
、
崇
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
第
一
の
分
類
に
も
入
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
か
し
、
そ
の
終
見
も
応
和
二
年
（
九
六
二
）
で
あ
り
、
画
期
と
す
る
時
期
は
変
ら
な
い
。

　
こ
の
後
山
陵
が
、
全
く
こ
の
よ
う
な
機
能
を
失
っ
た
か
と
い
う
と
正
し
く
な
い
。
治
承
寿
永
の
乱
や
文
永
の
役
等
大
規
模
な
戦
争
時
に
山
陵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
他
、
い
く
つ
か
の
天
変
に
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
十
世
紀
後
半
以
前
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
量
的
な
差
は
明

瞭
で
あ
る
。

　
続
い
て
表
面
を
参
照
さ
れ
た
い
。
採
録
し
た
項
目
は
、
祥
瑞
改
元
、
即
位
、
立
后
、
立
太
子
、
天
皇
元
服
、
廃
皇
太
子
等
で
あ
る
。
記
号
に

よ
る
分
類
に
従
い
、
そ
の
中
か
ら
三
点
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
第
一
に
、
祥
瑞
改
元
等
に
対
す
る
報
告
を
山
陵
に
行
っ
て
い
る
。
□
の
記
号
を
付
し
た
。
清
水
潔
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
延
喜
は
祥
瑞
改
元

で
は
な
い
が
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
が
最
後
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
第
二
に
、
即
位
に
お
け
る
奉
幣
で
あ
る
。
服
藤
早
苗
氏
が
立
太
子
の
山
陵
奉
幣
と
と
も
に
、
淳
和
朝
に
成
立
し
た
と
指
摘
す
る
。
△
と
《
の

記
号
を
付
し
た
。
△
の
例
は
、
大
極
殿
で
の
即
位
式
の
前
に
、
山
陵
奉
幣
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
《
の
例
は
、
そ
の
後
に

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
条
天
皇
の
即
位
の
時
か
ら
、
即
位
後
に
報
告
が
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
。
『
北
山

抄
』
巻
五
「
告
陵
即
位
輔
翼
」
に
も
「
近
例
御
即
位
以
後
有
二
此
事
」
と
あ
る
。
な
お
、
即
位
に
お
い
て
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
も
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
が
、
こ
ち
ら
は
一
貫
し
て
即
位
前
で
あ
る
。
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⑲

　
第
三
に
、
立
后
に
お
け
る
奉
幣
で
あ
る
。
並
木
和
子
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
実
際
に
派
遣
さ
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
の
残
る
長
保
二
年
（
一
〇

〇
〇
）
の
藤
原
彰
子
の
例
を
最
後
に
、
立
后
に
お
け
る
山
陵
奉
幣
は
見
え
な
く
な
る
。
代
わ
っ
て
八
社
奉
幣
の
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
。

　
以
上
の
検
討
の
結
果
は
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
を
画
期
と
し
て
指
し
示
す
。
そ
も
そ
も
山
陵
の
新
置
そ
の
も
の
が
、
原
則
と
し
て

十
世
紀
前
半
よ
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。
山
陵
の
果
た
す
役
割
そ
の
も
の
の
減
退
、
変
質
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
祥
瑞
が
、
同
時
期
に
急

速
に
減
少
す
る
原
因
も
、
祥
瑞
を
出
す
主
体
で
あ
る
山
陵
の
変
化
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

平安期の御願寺と天皇（堀）

　
年
号
御
願
寺
と
は
、

世
紀
的
な
「
天
皇
霊
」

　
①
明
叡
山
大
師
伝
鹸
弘
仁
十
四
年
二
月
二
十
六
日
脚
（
佐
伯
有
清
『
伝
教
大
師
伝

　
　
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
五
三
一
頁
）
。

　
②
欄
日
本
三
代
実
録
隔
天
安
二
年
十
月
十
七
B
条
等
。
天
安
寺
の
寺
号
の
初
見
は

　
　
糊
日
本
三
代
実
録
騒
貞
観
八
年
正
月
五
日
条
。
噸
新
儀
式
嘘
に
よ
れ
ば
、
天
皇
建

　
　
立
の
寺
院
で
は
な
い
。
桃
裕
行
「
忌
日
考
－
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
一
」

　
　
（
槻
桃
裕
行
著
作
集
一
票
鴎
巻
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
年
、
初
出
～
九
六
二

　
　
年
）
で
は
、
後
に
「
文
徳
源
氏
の
氏
寺
の
様
な
も
の
に
推
移
し
た
の
で
は
あ
る
ま

　
　
い
か
偏
と
指
摘
す
る
。

　
③
福
山
敏
男
「
仁
和
寺
の
創
立
」
（
隅
寺
院
建
築
の
研
究
匝
下
、
中
央
公
論
美
術
出

　
　
版
、
～
九
八
三
年
、
初
出
一
九
七
九
年
目

　
④
斎
藤
鋤
欄
王
朝
時
代
の
陰
陽
道
㎏
（
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
七
年
、
初
繊
一
九

　
　
一
五
年
）
等
。

　
⑤
重
松
信
弘
「
古
代
に
お
け
る
祥
瑞
災
異
の
思
想
」
（
明
古
代
思
想
の
研
究
駄
皇
学

　
　
館
大
学
出
版
部
、
｝
九
七
八
年
、
初
出
一
九
四
一
年
）
等
。

天
皇
が
祥
瑞
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
る
時
期
に
出
現
し
た
寺
院
形
態
で
あ
っ
た
。
九
世
紀
に
お
け
る
山
陵
、

の
特
色
を
反
映
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
九

⑥
清
水
潔
「
年
号
の
制
定
方
法
」
（
糊
神
道
曳
研
究
臨
第
二
五
巻
第
五
・
六
号
、
一

　
九
七
七
年
）
。

⑦
有
蜜
純
也
「
摂
関
期
の
地
方
支
配
理
念
と
天
皇
一
祥
瑞
・
勧
農
・
受
領
罷
申

　
一
」
（
判
歴
史
学
研
究
鰍
八
｝
一
五
号
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
祥
瑞
が
九
世
紀
来
か

　
ら
十
世
紀
半
ば
ま
で
に
、
そ
の
役
割
を
終
え
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
と
論
じ
、

　
注
で
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
祥
瑞
の
比
率
の
多
さ
に
つ
い
て
は
慎
重
に
評
価
を
控

　
え
て
い
る
。

⑧
拙
稿
門
天
皇
の
死
の
歴
史
的
位
置
」
（
前
掲
）
。

⑨
『
日
本
三
代
実
録
㎞
元
慶
五
年
正
月
二
十
二
日
条
、
十
二
月
四
日
条
、
噸
日
本

　
紀
略
褥
天
暦
三
年
十
一
月
十
八
日
条
。

⑩
田
中
聡
「
『
陵
墓
駄
に
み
る
噸
天
皇
臨
の
形
成
と
変
質
」
（
前
掲
）
。

⑪
建
久
六
年
三
月
七
日
の
東
大
等
供
養
等
、
聖
武
天
皇
だ
け
で
な
く
、
天
智
以
下

　
七
陵
に
奉
幣
す
る
（
鱒
東
大
寺
続
要
録
葡
供
養
篇
宋
）
よ
う
に
、
国
家
事
業
と
位

　
躍
づ
け
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
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⑫
『
B
本
紀
略
隔
天
徳
四
年
七
月
二
十
六
日
条
、
糊
置
右
記
輪
長
徳
二
年
五
月
二

　
十
一
日
条
。
『
小
右
記
隔
は
、
「
田
邑
」
（
文
徳
天
皇
）
と
す
る
が
、
前
後
に
例
が

　
な
く
、
「
後
田
騒
」
の
誤
り
と
判
断
し
た
。

⑬
鼻
元
晶
「
国
家
的
祈
爾
の
展
開
－
平
安
時
代
の
祈
雨
i
」
（
『
雨
乞
儀
礼
の

　
成
立
と
展
開
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
二
年
目
。

⑭
　
　
『
日
本
紀
略
睡
応
和
二
年
六
月
十
七
日
条
。

⑮
噸
百
錬
抄
温
寿
永
二
年
六
月
二
十
一
日
条
、
『
吉
続
記
㎞
文
永
五
年
六
月
二
十

　
二
日
条
目
。
十
冨
一
世
紀
以
降
の
天
変
等
に
お
け
る
奉
幣
は
、
対
象
も
後
白
河
・
後

　
鳥
羽
・
土
御
門
等
と
狭
く
、
比
較
的
新
し
い
「
震
筆
御
書
」
を
献
じ
る
形
式
を
取

　
る
（
鴬
臼
錬
抄
臨
寛
元
　
二
年
三
月
十
二
日
目
等
）
。

⑯
清
水
潔
「
年
号
の
制
定
方
法
」
（
前
掲
）
。

⑰
服
藤
早
苗
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程
」
（
前
掲
）
。

⑱
吉
江
崇
「
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
一
平
安
初
期
律
令
天
皇
制
の
考
察
一
」

　
（
『
史
林
臨
八
四
巻
冨
万
、
二
〇
〇
一
年
目
で
は
、
伊
勢
と
山
陵
へ
の
即
位
告
文

　
の
相
違
を
指
摘
す
る
。

⑲
並
木
和
子
「
八
社
奉
幣
の
基
礎
的
考
察
一
立
后
告
知
奉
幣
の
成
立
を
め
ぐ
っ

　
て
一
」
（
噛
社
会
文
化
史
愚
†
』
第
三
六
号
、
　
｝
九
九
六
年
置
、
謡
物
立
后
告
陵
使

　
の
成
立
と
変
遷
扁
（
『
古
代
文
化
㎞
第
五
三
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
御
願
寺
と
は
制
度
史
上
、
長
岡
京
・
平
安
京
遷
都
に
よ
り
、
天
皇
等
の
建
立
す
る
寺
院
が
、
東
寺
・
西
寺
を
除
き
大
寺
で
な
く
な
っ
た
結
果
、

　
　
　
①

出
現
し
た
。
九
・
十
世
紀
の
場
合
、
御
願
寺
が
公
的
な
位
置
付
け
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
本
願
が
天
皇
か
皇
后
か
に
関
わ
ら
ず
、
東
寺
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

き
定
額
寺
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
機
能
に
注
目
し
た
本
郷
真
紹
氏
は
、
お
も
に
内
供
奉
十
禅
師
の
分
析
を
論
拠
に
、
光
仁
・
桓

武
朝
に
は
、
「
国
家
仏
教
」
に
お
け
る
「
国
王
擁
護
」
と
「
国
土
擁
護
」
の
二
つ
の
側
面
が
分
離
す
る
と
の
理
解
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
御

願
寺
も
「
鎮
護
国
家
全
般
機
能
を
有
す
る
も
の
の
、
直
接
の
建
立
の
契
機
と
す
る
と
こ
ろ
は
国
王
の
擁
護
に
繋
が
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
挙
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

紀
に
は
、
天
皇
に
日
常
的
に
奉
仕
す
る
護
持
僧
も
出
現
し
て
お
り
、
御
願
寺
で
の
追
善
も
、
遺
体
の
葬
ら
れ
た
山
陵
や
「
終
焉
の
殿
舎
」
と
関

　
　
　
　
④

わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
御
願
寺
に
関
す
る
特
色
は
、
い
ず
れ
も
天
皇
の
身
体
と
関
わ
っ
て
い
る
。
九
世
紀
に
な
り
、
天
皇
が
死
後
も
必
ず
天
皇

で
あ
っ
た
時
代
が
終
焉
を
迎
え
る
中
で
、
天
皇
の
身
体
は
大
き
く
変
容
し
、
そ
れ
と
連
動
す
る
現
象
と
し
て
、
御
願
寺
が
出
現
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
そ
の
出
現
の
画
期
は
、
九
世
紀
前
半
の
ほ
ぼ
淳
和
朝
に
あ
っ
た
。
淳
和
朝
に
は
祈
願
型
が
、
文
徳
朝
に
は
追
善
型
の
御
願
寺
が
明
確
に
成
立



平安期の御願寺と天皇（堀）

し
、
以
後
の
規
範
と
な
る
。
た
だ
し
、
淳
和
朝
か
ら
文
徳
朝
に
か
け
て
は
、
「
御
願
」
の
用
語
も
十
分
に
定
着
せ
ず
、
変
化
の
波
に
乗
っ
て
淳

和
朝
・
仁
明
朝
と
活
躍
し
た
空
海
も
、
天
皇
と
の
関
係
を
み
れ
ば
後
代
に
比
べ
、
な
お
そ
の
身
体
に
密
着
し
た
関
係
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し

た
成
立
期
の
御
願
寺
を
初
期
御
願
寺
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
九
世
紀
後
半
の
清
和
朝
に
な
る
と
、
「
御
願
」
の
寺
と
い
う
意
識
が
確
立
し
、
御

願
寺
と
関
係
の
深
い
天
皇
を
日
常
的
に
守
護
す
る
護
持
僧
も
出
現
す
る
。
こ
こ
に
御
願
寺
は
、
そ
の
確
立
期
を
迎
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
九
世
紀
の
御
願
寺
を
特
色
付
け
る
の
は
、
年
号
御
願
寺
で
あ
っ
た
。
年
号
御
願
寺
は
、
天
皇
が
祥
瑞
に
よ
っ
て

天
神
地
祇
や
祖
先
霊
か
ら
祝
福
さ
れ
た
時
代
を
象
徴
的
に
示
す
。
九
・
十
世
紀
の
天
皇
は
、
在
位
中
に
没
し
た
場
合
に
限
り
、
死
後
も
天
皇
と

し
て
山
陵
に
葬
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
山
陵
に
追
善
型
の
年
号
御
願
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
追
善
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
山
陵
に
葬
ら
れ
た

祖
先
霊
は
、
天
皇
に
対
し
て
崇
を
起
こ
し
、
な
お
祥
瑞
や
祈
雨
・
磁
歪
、
皇
位
継
承
儀
礼
な
ど
を
通
し
て
、
天
皇
を
守
護
す
る
存
在
で
も
あ

っ
た
。

　
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
皇
后
等
他
の
御
願
寺
と
は
異
な
り
、
天
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
特
権
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

十
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
直
接
的
に
は
定
額
寺
制
度
の
崩
壊
に
よ
り
、
多
く
の
寺
院
が
天
皇
の
御
願
寺
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
一
方
、
天
皇
も
、

天
皇
建
立
の
御
願
寺
や
摂
関
家
の
氏
寺
を
中
心
に
准
御
斎
会
な
ど
の
供
養
形
式
を
適
用
し
て
い
き
、
形
式
上
、
天
皇
権
威
は
浮
上
し
て
い
っ
た

と
い
え
る
。
他
方
で
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
以
降
に
な
る
と
、
山
陵
は
前
代
の
よ
う
に
祥
瑞
を
出
現
さ
せ
た
り
、
祈
祷
の
対
象
と
な

っ
て
守
護
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
天
皇
自
身
も
、
死
後
天
皇
と
な
る
こ
と
が
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
九
世
紀
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

宗
廟
と
は
～
般
に
山
陵
を
指
し
て
い
た
が
、
十
～
世
紀
後
半
頃
に
な
る
と
、
伊
勢
神
宮
や
石
清
水
八
幡
宮
を
指
す
よ
う
に
転
じ
る
。
こ
の
点
は
、

ま
さ
に
山
陵
機
能
の
低
下
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
御
願
寺
は
、
「
天
皇
霊
」
の
鎮
魂
と
い
う
よ
り
は
、
相
対
的
に
一
般
的
な
霊
魂
の

追
善
へ
と
転
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
山
陵
と
春
院
の
分
離
を
進
め
る
背
景
の
一
つ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
天
皇
の
形
式
的
権
威
の
浮
上
は
即
ち
、
九
世
紀
的
な
「
天
皇
霊
」
の
消
失
と
一
体
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
か
。
十
世
紀
後

半
以
降
の
分
析
は
多
く
課
題
と
し
た
。
別
稿
で
改
め
て
論
じ
た
い
。
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①
拙
稿
「
智
の
政
治
史
的
考
察
縣
（
前
掲
）
。

②
本
郷
陪
聴
門
律
令
国
家
仏
教
の
成
立
と
展
開
」
（
『
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
睡
法

　
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
　
九
八
七
年
・
一
九
九
三
年
）
。

③
拙
稿
門
護
持
僧
と
天
皇
」
（
前
掲
）
。

④
西
山
良
平
又
写
寺
〉
の
誕
生
」
（
前
掲
）
。

⑤
高
橋
美
由
紀
「
中
世
に
お
け
る
神
宮
宗
廟
観
の
成
立
と
展
開
」
（
『
伊
勢
神
道
の

　
成
立
と
展
開
酬
大
明
堂
、
一
九
九
四
年
、
初
出
　
九
九
二
年
目
、
吉
原
浩
入
「
八

　
幡
神
に
対
す
る
『
宗
廟
』
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
大
江
匡
房
の
活
動
を
中
心
に

　
一
」
（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
第
～
○
号
、
～
九
九
三
年
）
。

【
付
記
】
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
C
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
准
教
授
）
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The　Goganji　and　Emperors　of　the　｝leiaR　Period：　Concentrating　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gth　and　10th　Centuries

by

HoRI　Yutaka

　　Goganji　（impexial　vow　temples）　is　the　term　for　temples　that　were　constructed

by　emperors　（tenno），　empresses　（leogo），　oy　former　emperors，　and　also　for　temples

that　petitioned　an　emperoy　for　such　status．　These　temples　operated　in　close　asso－

ciation　with　the　emperor　throughout　his　life．　Goganji　first　appeared　in　the　9th　cen－

tury，　and　thereafter　the　goganji　of　the　emperors　gradually　gained　preeminence

over　other　temples．　By　the　latter　half　of　the　10th　century，　the　goganji　of　the

emperors　began　to　be　viewed　as　increasingly　important　as　a　result　of　changes　in

the　temple　system，　and　the　authority　of　the　emperor　was　formally　enhanced．

Moreover，　the　tumuli　of　the　emperors　（sanayo）　which　were　related　with　the

goganji　underwent　a　gr’eat　transformation　in　the　last　part　of　the　10th　century　and

the　early　portion　of　the　11th　century．　The　author　believes　that　due　to　these　fac－

tors　the　transfoi　rnation　of　the　goganji　was　a　phenomenon　that　occurred　as　a　result

of　the　change　in　the　religious　nature　of　imperial　authority．
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　　In　this　article　1　present　the　Arabic　texts　of　14　stone　and　one　wooden　inscrip－

tions，　their　Japanese　translations　and　commentaries　on　their　contents．　The　inscrip－

tions　come　from　the　second　haif　of　the　12th　to　the　furst　haif　of　the　15th　century

and　are　found　in　Anatotia　and　Rumelia　（Konya，　Sivas，　Alanya，　Karatay－Han　near

Kayseri，　Beyshehir，　Manisa，　Karaman，　Antalya，　lznik，　Bursa，　Edirne，　Dimetka）．　I

visited　al｝　the　monurnents　that　are　the　sources　of　the　inscriptions　presented　in　this
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